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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期

決算年月 2020年12月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月

売上高 (千円) 784,949 518,451 366,121 261,633 1,062,283

経常利益又は経常損失（△） (千円) △2,187,900 △1,230,727 △836,658 △414,710 5,993,193

親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

(千円) △2,967,158 △737,240 977,845 △683,923 4,439,843

包括利益 (千円) △2,820,566 △777,978 993,985 △632,639 4,439,843

純資産額 (千円) 404,718 △373,414 617,518 1,152,087 16,965,842

総資産額 (千円) 14,541,905 13,091,183 5,357,296 1,666,137 30,325,812

１株当たり純資産額 (円) 69.48 △66.60 107.20 98.56 468.30

１株当たり当期純利益金額
又は当期純損失金額（△）

(円) △519.22 △128.97 171.03 △62.93 226.65

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) － － － － 187.58

自己資本比率 (％) 2.7 △2.9 11.4 67.8 55.9

自己資本利益率 (％) － － 159.5 － 49.1

株価収益率 (倍) － － 2.8 － 15.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △565,914 △529,344 △296,305 △571,525 623,589

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △151,785 534,832 △285,037 2,333,129 △23,452,988

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △139,502 199,801 397,766 △1,415,689 22,570,445

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 216,037 414,354 207,260 553,175 294,222

従業員数
(名)

127 110 21 13 17
（外、平均臨時雇用者数） (16) (8) (－) (－) (－)

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第22期、第23期及び第25期は潜在株式が存在するも

のの、１株当たり当期純損失金額を計上しているため記載しておりません。第24期は、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．自己資本利益率については、第22期、第23期及び第25期は、親会社株主に帰属する当期純損失を計上してい

るため記載しておりません。

３．株価収益率については、第22期、第23期及び第25期は、１株当たり当期純損失金額を計上しているため記載

しておりません。

４．2024年６月28日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効力発

生日（2024年８月１日）をもって10株を１株に株式併合しております。このため上表の１株当たり当期純利

益金額又は当期純損失金額、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額及び１株当たり純資産額は、第22期

（2020年12月期）の期首に当該株式併合が行われたと仮定し算定しております。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第24期の期首から適用してお

り、第24期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期

決算年月 2020年12月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月

売上高 (千円) 165,572 － 15,794 27,981 715,943

経常利益又は経常損失（△） (千円) △4,763,319 △153,371 △1,246,744 △688,033 5,979,986

当期純利益又は当期純損失
（△）

(千円) △9,631,465 364,510 △821,758 △944,002 4,020,685

資本金 (千円) 3,096,887 0 0 575,000 0

発行済株式総数       

普通株式 (株) 5,719,218 5,719,218 5,719,218 11,469,218 36,268,334

純資産額 (千円) 1,208,991 1,573,347 748,536 971,742 16,396,276

総資産額 (千円) 6,370,674 5,828,213 3,123,036 1,097,099 29,704,134

１株当たり純資産額 (円) 210.14 273.88 130.12 84.74 452.56

１株当たり配当額
(円)

0 0 0 0 0
（内１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－)
１株当たり当期純利益金額又
は当期純損失金額（△）

(円) △1,685.39 63.75 △143.73 △86.86 205.25

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額

(円) － － － － 169.87

自己資本比率 (％) 18.9 26.9 23.8 86.6 55.1

自己資本利益率 (％) － 23.3 － － 46.4

株価収益率 (倍) － 6.3 － － 17.0

配当性向 (％) － － － － －

従業員数
(名)

6 5 7 2 5
（外、平均臨時雇用者数） (1) (1) (－) (－) (－)

株主総利回り (％) 48.7 35.4 41.6 15.0 3,079.6

（比較指標：配当込み
TOPIX）

(％) (107.4) (121.1) (118.1) (151.5) (182.5)

最高株価 (円) 120 68 107 48
4,270
(300)

最低株価 (円) 44 38 30 14
596
(14)

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第22期及び第25期は潜在株式が存在するものの１株

当たり当期純損失金額を計上しているため、また、第23期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。第24期は１株当たり当期純損失金額を計上しかつ希薄化効果を有している潜在

株式が存在しないため、記載しておりません。

２．自己資本利益率については、第22期、第24期及び第25期は、当期純損失を計上しているため記載しておりま

せん。

３．株価収益率については、第22期、第24期及び第25期は、１株当たり当期純損失金額を計上しているため記載

しておりません。

４．配当性向については、第22期、第24期及び第25期は、当期純損失を計上しているため、第23期及び第26期

は、配当を行っていないため記載しておりません。

５．第23期、第24期及び第26期の資本金減少は、減資によるものです。

６．2024年６月28日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効力発

生日（2024年８月１日）をもって10株を１株に株式併合しております。これに伴い発行済株式総数が

163,522,969株減少しております。

７．第22期において、2020年４月１日付第８回新株予約権の行使により発行済株式132,700株増加しておりま

す。

８．第25期において、2023年２月８日を払込期日とする公募による新株式発行による増資により、発行済株式総

数は57,500,000株増加しております。

10．2024年６月28日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効力発

生日（2024年８月１日）をもって10株を１株に株式併合しております。このため上表の１株当たり当期純利
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益金額又は当期純損失金額、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額及び１株当たり純資産額は、第22期

（2020年12月期）の期首に当該株式併合が行われたと仮定し算定しております。

11．当社は、2024年８月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。株主総利回りの

算定は当該株式併合による影響を考慮しております。

12．最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所（スタンダード市場）におけるものであり、

それ以前は東京証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））におけるものです。

13．当社は、2024年８月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第26期の株価に

ついては株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、（　）内に株式併合前の最高株価及び最低株

価を記載しております。

14．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第24期の期首から適用してお

り、第24期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。
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２【沿革】

1999年６月 音楽CD及びレコードの企画・制作及び販売を目的とし、神奈川県大和市にダイキサウンド株式会社

（資本金10,000千円）を設立

1999年12月 CDプレス業務を開始

2003年10月 当社並びにレコードメーカー12社が発起人として任意団体インディペンデント・レーベル協議会を

設立、本社内に事務局を設置

2004年11月 日本証券業協会に株式を店頭登録

2004年12月 日本証券業協会への株式の店頭登録を取消し、株式会社ジャスダック証券取引所に株式上場

2005年11月 新規事業への設備投資等を目的として第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による

1,500百万円の資金調達を実施

2006年２月 中華人民共和国における新規事業の展開のため現地に北京至高科技有限公司を設立

2006年４月 洋楽CDの日本国内における流通等を目的として、アメリカ合衆国にDaiki Sound

International,Inc.を設立

2007年６月 第三者割当増資により297百万円の資金調達を実施

2007年８月 Daiki Sound International,Inc.を解散

2007年11月 北京至高科技有限公司の全持分を譲渡

2008年５月 仕入債務の決済資金の確保を目的として、第三者割当増資により278百万円の資金調達を実施

2009年３月 第三者割当増資により199百万円の資金調達を実施

2010年４月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場に上場

2010年10月 大阪証券取引所（JASDAQ）、同取引所ヘラクレス市場及び同取引所NEOの各市場の統合に伴い、

「大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）」に株式を上場。

2010年12月 第三者割当増資により204百万円の資金調達を実施

2011年３月 持株会社制への移行に伴い、会社名を株式会社フォンツ・ホールディングスとする

2012年12月 親会社のミネルヴァ債権回収㈱所有の当社A種優先株式の一部、91,700株をRed Planet Holgings

Pte Ltdへ譲渡

2013年１月 Red Planet Holdings Pte Ltd社所有のA種優先株式91,700株を普通株式に転換

2013年４月 新たな事業（ホテル事業）の開始及び信託受益権（固定資産）の取得

2013年４月 Red Planet Holdings Pte Ltd社と業務提携の基本合意書締結
 

2013年４月 当社第１回ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権無償割当て）を発表

2013年７月 当社第１回ライツ・オファリングにより行使比率98.3％、調達資金681百万円

2013年７月 2013年７月16日付で行われた大証の現物市場の東証への統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ（スタ

ンダード）へ株式を上場

2013年８月 沖縄那覇に「チューン那覇沖縄」（現、レッドプラネット 那覇 沖縄）第１棟目ホテルオープン

2013年12月 当社第２回ライツ・オファリングにより行使比率91.39％、調達資金2,010百万円

2014年１月 商号変更により会社名を株式会社フォンツ・ホールディングスから株式会社レッド・プラネット・

ジャパンとする

2014年４月 名古屋中区錦のホテル用地取得

2014年７月 第三者割当による新株式及び新株予約権発行を決議

2014年７月 東京五反田のホテルロイヤルオーク五反田（既存ホテル）を取得

2014年７月 株式の追加取得及び増資引受契約により飲食事業を展開する株式会社キューズダイニング、株式会

社VALORE、株式会社スイートスターを連結子会社とする

2014年９月 株式の取得によりSweetstar Asia Limitedを連結子会社とする

2015年１月 子会社の設立により、株式会社アール・ピー・エフを連結子会社とする

2015年２月 会社分割（簡易新設分割）により株式会社レッド・プラネット・フーズを連結子会社とする

2015年３月 子会社の設立により、Kyochon Asia Development Limited、Magnolia Bakery Korea Limitedを持

分法適用関連会社とし、Sweetstar Hawaii,LLCを連結子会社とする

2015年５月 子会社の設立により、株式会社アイアン・フェアリーズを連結子会社とする

2015年６月 子会社の設立により、株式会社チキン・プラネットを連結子会社とする

2015年９月 株式の取得により株式会社フード・プラネット（旧　㈱アジェット）を持分法適用関連会社とする
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2016年６月 飲食事業を運営する当社連結子会社の株式を株式会社フード・プラネットに譲渡し、飲食事業を売

却

これにより、株式会社レッド・プラネット・フーズ、株式会社キューズダイニング、株式会社

キューズマネージメント、株式会社スイートスター、Sweetstar Asia Limited、株式会社アール・

ピー・エフ、Sweetstar Hawaii, LLC、Nitrogenie Hawaii, LLC、株式会社チキン・プラネット及

び株式会社アイアン・フェアリーズの合計10社を連結の範囲から除外するとともに、Kyochon Asia

Development Limited（香港法人）及びMagnolia Bakery Korea Limited（香港法人）の合計２社を

持分法適用の範囲から除外

2016年９月 第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の発行を決議

2016年12月 子会社の設立により、合同会社レッド・プラネット・アンカンを連結子会社とする

2017年２月 ディストリビューション事業を運営する当社連結子会社のダイキサウンド株式会社の全株式を売却

し、同社を連結の範囲から除外

2017年６月 株式会社フード・プラネットの全株式を売却し、同社を持分法適用範囲から除外

2017年10月 持分法適用関連会社であるRPJ名古屋錦合同会社を営業者とする匿名組合が連結子会社に異動

2017年10月 愛知県名古屋市にレッドプラネット名古屋錦を新規開業

2018年６月 北海道札幌市にレッドプラネット札幌すすきの南を新規開業

2018年６月 子会社の設立により、Red Planet Hotels Manila Corporationを連結子会社とする

2018年11月 グリーンオーク・インベストメント・マネジメント株式会社との合弁事業に出資する

2018年12月 匿名組合の設立により、合同会社レッド・プラネット・アンカンを連結の範囲から除外する

2019年２月 株式取得により、Red Planet Hotels (Thailand) Limited、Red Planet Hotels Two (Thailand)

Limited、Red Planet Hotels Three (Thailand) Limited、Red Planet Hotels Four (Thailand)

Limited、Red Planet Hotels Five (Thailand) Limited、Red Planet Hotels Six (Thailand)

Limitedを連結子会社とする

2019年７月 第三者割当による新株式及び第８回新株予約権の発行を決議

2019年９月 レッドプラネット札幌すすきの中央を新規開業

2020年８月 レッドプラネット広島を新規開業

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、JASDAQ（スタンダード）からスタンダード市場に移行

2022年５月 全株式を売却し、Red Planet Hotels (Thailand) Limited、Red Planet Hotels Two (Thailand)

Limited、Red Planet Hotels Three (Thailand) Limited、Red Planet Hotels Four (Thailand)

Limited、Red Planet Hotels Five (Thailand) Limited及びRed Planet Hotels Six (Thailand)

Limiteを連結の範囲から除外

2022年６月 出資持分譲渡により、RPJ名古屋錦合同会社を営業者とする匿名組合、合同会社RPJ１及び合同会社

レッド・プラネット・アンカンを連結の範囲から除外

2022年10月 子会社の設立により、株式会社メタマーケット及びウェン東京株式会社（旧　ウェン東京合同会

社）を連結子会社とする

2023年２月 商号変更により株式会社レッド・プラネット・ジャパンから株式会社メタプラネットとする

2023年２月 第三者割当による新株式、第９回新株予約権及び第10回新株予約権（第10回新株予約権につき有償

ストック・オプション）の発行を決議し、臨時株主総会で承認

2023年２月 米国デラウェア州所在の Mercury Digital Assets Technologies Inc.に出資

2023年10月 全株式を売却し、Red Planet Hotels Manila Corporationを連結の範囲から除外

2024年12月 破産により、株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパンを連結の範囲から除外
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３【事業の内容】

当連結会計年度末において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社メタプラネット）が

ビットコイントレジャリー事業、連結子会社２社（チューン那覇匿名組合及びウェン東京株式会社）がホテル事業、

連結子会社１社（株式会社メタマーケット）及びウェン東京株式会社の一部がその他事業を行っております。

 

また、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財

務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

2024年12月31日現在
 

名称 住所
資本金又
は出資金

主要な事業
の内容

議決権の所有
割合又は被所
有割合（％）

関係内容

（連結子会社）
チューン那覇匿名組合
（注）１

東京都港区
658,919千円

(匿名組合出資金総額)

不動産、不動産信託受益権
の取得、保有及び処分等

（出資比率）
100.0

-

（連結子会社）
株式会社メタマーケット

東京都港区 1,000千円
主に、Web 3やブロック
チェーン、NFTなどの先端
技術を用いた商売

（所有）
100.0

役員の兼任・・１人

（連結子会社）
ウェン東京株式会社
（注）２

東京都港区 1,000千円

ホテル運営業務等
Web 3やブロックチェー
ン、NFTなどの先端技術を
用いた商売

（所有）
100.0

役員の兼任・・１人

 （注）１．特定子会社に該当しております。

２．ウェン東京株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりま

す。

主要な損益情報等

 ウェン東京株式会社

売上高 372,408千円

経常利益 22,651千円

当期純利益 28,260千円

純資産額 △20,379千円

総資産額 642,441千円

３．株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパンに付きましては、2024年６月５日付で破産手続開始決定がされたことに伴い、

当連結会計年度末に連結の範囲から除外しております。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 2024年12月31日現在

セグメントの名称 従業員数（名）

ホテル事業 12 （－）

全社（共通） ５ （－）

合計 17 （－）

（注）１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数であります。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。

３．臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

 

(2）提出会社の状況

    2024年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

5 （-） 52.7 1.0 11,229

（注）１．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。

３．臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

４．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

(4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

提出会社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）

及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の

規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1）会社の基本方針

当社グループは、現在における国内外の経済情勢全般、当社グループの主力事業であるホテルの開発及び運営

が必要とする資金の多さ、そして世界で新たな事業機会を生み出している技術革新の速度やその広がり具合を各

方面から検討し、現在の当社が置かれている事業環境を分析いたしました。その結果当社グループは、今後の株

主価値の継続的かつ発展的な創出のためには、急速に進化する技術を取り入れて当社グループの保有資産及びビ

ジネスモデルをデジタル化するとともに、新たな事業機会に挑戦することが必要であると判断しました。当社グ

ループは新規事業を迅速に拡大することにより、そこから期待される利益を株主に対して実現化出来る企業を目

指します。

 

(2）目標とする経営指標

当社グループは、企業価値の向上を図るため、利益率重視の考え方から、経常利益の持続的成長を最大の経営

目標とし、売上高経常利益率の向上を経営上の重要な指標と考えております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、次期（2025年12月期）以降も、さらなる成長を目指し、引き続き精進していく所存でござい

ます。

当社グループは、事業収益構造改善のための諸施策の実施により、持続的な収支の改善を図るとともに、資本

増強に向けた各種施策を推進し、事業面及び財務面での安定化に努めてまいります。

詳細は、「第２　企業の状況　１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等　(4）会社の対処すべき課題」

に記載のとおりであります。

 

(4）会社の対処すべき課題

①　継続企業の前提に関する重要事象等の解消

当社グループは、過年度より継続して営業損失、経常損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計

上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しておりましたが、

以下の対応策を講じることにより、当連結会計年度において営業損失、経常損失から営業利益、経常利益

に転じ、営業キャッシュ・フローのプラスに転じることになりました。また、新株予約権の行使等による

資本増強により財務体質も安定しております。

● ビットコイン関連領域での新規事業の開拓

● ホテル事業による業績及び財務の安定化と新規事業の模索

● コスト削減

● 資本政策の促進

このような状況を総合的に判断した結果、現時点において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような事象又は状況は解消したと判断しております。

②　今後について

当社は、2024年4月にビットコイン・トレジャリー戦略を採用し、このことが財務パフォーマンスの主要

な躍進要因となりました。資本市場戦略の実行とビットコインの蓄積を通じて、当社は大幅な財務内容の

増強および事業成長を達成し、アジアを代表する上場ビットコイン・トレジャリー企業としての地位を確

立いたしました。

財務ハイライト

● 2024年度の売上高：1,062百万円（前年比306%増）

● 2024年12月31日時点の総資産：30,325百万円（前年度末比1,720%増）

● 営業利益：2017年以来初めて営業黒字を達成。ビットコインへの戦略的資本配分およびビットコイン

インカム事業の推進が寄与

● 当期純利益：4,439百万円（うち、ビットコイン保有に関連する未実現利益は5,457百万円）

ビットコイン・トレジャリー戦略の実行

2024年、メタプラネットは従来の資産集約型ビジネスからアジアを代表するビットコイン・トレジャ

リー企業へと完全に移行しました。年間を通じてビットコイン保有量を0から1,762BTCまで増加させ、これ

は世界の上場企業の中でも最速のペースとなりました。この急速な蓄積は、内部資本、革新的な金融手

法、株式連動型資金調達戦略を組み合わせることで実現され、慎重な財務管理を維持しながらビットコイ

ンのエクスポージャーを最大化しました。
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さらに、アジア市場で過去最大規模のビットコイン資金調達計画「21ミリオン・プラン」の実施によ

り、2025年以降の持続的な財務基盤の拡大が可能となりました。

資本市場戦略

当社は、行使価格修正条項付新株予約権を2,100万株、ディスカウント0%で発行し、世界市場において最

も資本効率の高いエクイティファイナンスを実現しました。この仕組みにより、市場価格に対する割引な

しでゼロコストの資本調達が可能となり、株主価値を維持しつつ、ビットコイン戦略の実行能力を最大化

しています。

この構造により、メタプラネットは資本市場戦略をビットコイン・ファースト戦略と融合させ、従来の

企業財務戦略とは一線を画す形を実現しました。

また、この新株予約権発行による推定調達額は約1,166.5億円となり、全額をビットコインの追加取得に

充当し、さらなる財務基盤の強化を図ります。

ビットコイン蓄積目標

● 2025年末までに保有量を10,000BTCに増加。

● 2026年末までに21,000BTCに拡大。

メタプラネットは、最も資本効率の高いエクイティファイナンスを確保し、調達資金の100%をビットコ

イン購入に充当することで、営業費用とビットコイン・トレジャリー運用を完全に分離しています。この

アプローチにより、長期的なビットコイン財務基盤の健全性と持続可能性を確保しています。

ビットコインインカム事業と財務管理

2024年12月、メタプラネットはビットコインインカム事業を開始しました。この事業は、オプションプ

レミアムを活用してビットコインのボラティリティを収益化する、資本効率に優れた構造を備えていま

す。このプログラムは、調達資金および余剰担保を活用し、持続的な収益を生み出すことで財務基盤を強

化し、さらなるビットコイン蓄積を加速させます。当社の長期的なビジョンは、ビットコインを最適な準

備資産とすることで、株主価値と財務の安定性を向上させることです。メタプラネットは、大規模なビッ

トコイン蓄積を継続しつつ、資本効率を最大化する戦略を推進します。

ビットコイン関連事業の拡大

当社は、ビットコイン普及のリーダーとして、以下の事業を推進しています。

● Bitcoin Magazine Japan

〇 デジタル・紙媒体の両面で事業を拡大し、日本市場でのビットコイン教育・啓蒙活動を強化。

● The Bitcoin Hotel

○ 「ホテル・ロイヤルオーク五反田」のビットコイン統合型ホスピタリティ施設への転換を進行中。

ビットコイン導入の拠点として、国内外のビットコイナー向けのコミュニティ形成を促進。

メタプラネットは、ビットコイン教育と普及活動を通じ、アジアのビットコイン経済を牽引していきま

す。

株主価値へのコミットメント：BTCイールド

メタプラネットは、BTCイールド（発行済完全希薄化株式1株当たりのビットコイン量）の最大化に注力

しています。当社は、資本市場へのアクセスを活用し、株式1株当たりのビットコイン増加を推進し、調達

資金がすべてビットコイン蓄積につながるようにしています。2024年末時点で、当社のビットコイン保有

量は4月時点の時価総額の14倍に達し、これは他の上場企業と比較しても圧倒的な蓄積ペースとなっていま

す。

今後の展望：2025年以降

メタプラネットのミッションは明確です：

● BTCイールドを最大化し、1株当たりのビットコイン保有量を増加させる。

● 資本市場戦略を最適化し、トレジャリー運営を強化する。

● 透明性を高め、業界をリードする開示基準を確立する。

当社は、法定通貨の不確実性から完全に脱却し、ビットコイン蓄積を財務戦略の中心として据えていま

す。

47,000人を超える株主の皆様へ、これは単なる企業戦略ではなく、サトシ・ナカモトが15年以上前に提

唱したムーブメントへの本格的なコミットメントです。世界はビットコインが究極の価値保存手段である

ことを認識し始めており、メタプラネットはこの変革の最前線に立っています。

メタプラネットは、ビットコイン・トレジャリー運用の拡大と企業のビットコイン採用の推進を通じ、

グローバルな変革をリードしていきます。

 

EDINET提出書類

株式会社メタプラネット(E02978)

有価証券報告書

 11/121



２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

（１）ガバナンス

当社グループでは、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めておらず、サステナビリティ関連のリスク

および機会を監視し、管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続等の体制をその他のコーポレート・ガバ

ナンスの体制と区別しておりません。

他の重要事項と同様、社長及び常勤取締役が日常的な管理・統制を担いつつ、毎月実施される取締役会及び幹

部社員で構成される幹部会に報告され、その監視及び意思決定を行っております。

ガバナンスの詳細については、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等　（１）　

コーポレート・ガバナンスの概要　②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照くださ

い。

 

（２）戦略

当社グループでは、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連

の戦略における、リスク及び機会に対処するための重要な取り組みは検討中であります。

当社グループは、「快適さ（Quality of Living）は自らチョイスする時代へよりよい選択肢を提供できる企

業となる」という経営理念を実現するため、株主はじめ、当社を取り巻く多様なステークホルダーとの関係を一

層重視すべく取組んでまいります。「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等　

（１）　コーポレート・ガバナンスの概要　①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」をご参照

ください。

性別や年齢、国籍などに関係なく、多様な価値観を受け入れ、他業種からの中途採用も含めた幅広い人材を対

象とした採用活動に取り組み、男女ともに全社員が活躍できる雇用環境の整備を行い、社員が仕事と子育てを両

立させることができる働きやすい環境を作ることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるように

んでまいります。

 

（３）リスク管理

当社グループでは、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連

のリスク管理における詳細な記載はいたしません。

今後、サステナビリティの基本方針の策定と併せ、サステナビリティ推進の観点からも管理体制の見直しを検

討してまいります。

他の重要なリスクと同様、部門等を通じて、毎月実施される取締役会及び幹部社員で構成される幹部会に状況

報告を行うこととしております。さらに、重要なものについては取締役会に報告することとしております。これ

により、リスク等の情報の集約を図り、迅速な対処につなげております。

リスク管理の詳細については、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等　（１）　

コーポレート・ガバナンスの概要　③　企業統治に関するその他の事項」をご参照ください。

 

（４）指標及び目標

当社グループでは、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連

の指標及び目標の記載はいたしません。

当社では、人材の多様性の確保、人材の育成及び社内環境整備に係る指標について、具体的な取り組みを行っ

ているものの、本報告書提出日現在においては、当該指標についての目標を設定しておりません。

今後、関連する指標のデータの収集と分析を進め、目標を設定し、その進捗に合わせて開示項目を検討してま

いります。
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３【事業等のリスク】

当社グループの事業活動におけるリスクで経営成績又は財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる

主な事項は次のとおりであります。

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避に努めるとともに、発生した場合に適

切に対応する所存でありますが、当社グループの予想を超えるリスクが発生した場合には、経営成績又は財政状態に

重大な影響を受ける可能性があります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、

当社グループが判断したものであります。

 

イ）ホテル事業に関するリスク

①　経済情勢及び不動産市場の動向

当社グループの主力事業であるホテル事業は、不動産市場や経済情勢の影響を受けやすい傾向にあります。

今後、不動産価格の高騰や取得機会の減少等により、当社のホテル建設計画に遅延が生じた場合、また、景気

の低迷による個人のレジャー需要の減少や新規ホテルの開業による客室の供給過剰等により、客室料金や客室

稼働率の低下が起こる場合等、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

②　自然災害や人的災害等

当社グループが運営しているホテルが、地震、台風等の自然災害や、事故、火災等の人的災害の発生によ

り、建物や施設に損害を被り、一時的な営業停止による売上減少が発生する可能性があります。

③　個人情報や機密情報の漏洩

当社グループが保有する個人情報や機密情報の管理保護については、社内体制を整備し厳重に行っており、

また情報システムの整備活用についてもデータバックアップ確保など安全対策を行っております。

しかし、不測の事故による情報漏洩やシステムトラブルが顕在化した場合には、当社グループの信用低下と

なり、業績や財政状況及び業務処理等に影響を及ぼす可能性があります。

 

イ）ビットコイン保有及びビットコイントレジャリー事業に関するリスク

①　ビットコインのボラティリティ：

ビットコインの価格は、需給の動き、規制当局の発表、メディアの影響、技術的変化、広範な経済動向全般

など、さまざまな要因によって大きく変動します。この変動は、当社の財務の健全性と経営成果に大きな変動

をもたらす可能性があります。

②　規制リスク：

規制の変更または政府の新たな措置は、ビットコインへの投資実行、ビットコインの市場価格、ビットコイ

ンの事業運営への活用、および不換紙幣への変換性、などに悪影響を及ぼす可能性があります。

③　セキュリティおよび運用リスク：

当社のビットコイン保管は外部のサービスプロバイダーに依存しています。外部サービスプロバイダーに障

害が発生した場合、当社の保有するビットコインの紛失、盗難、破壊につながる可能性があり、当社の資産に

重大なリスクが生じます。

④　採用と使用：

ビットコインは、ETFの導入や主要財務資産としての関心の高まりにより、その受容と使用において時価総額

が１兆ドルを超える著しい成長を遂げましたが、その将来的な採用範囲はまだ不透明です。ビットコインがす

べての企業、消費者、団体に普遍的に受け入れられるとは限らない可能性や、時間の経過とともに人気が低下

し、その価値に影響を与える可能性があります。

 

万が一このようなリスクが顕在化した場合、ビットコインの価格が下落する可能性があります。その場合には

当社は評価損を計上し、連結貸借対照表上は市場価値での評価額を計上することになります。ただ、当社は長期

的な視野でビットコインの保有を継続することから、短期での変動による価格下落をもってビットコインを売却

することはいたしません。

 

ハ）その他のリスク

①　株式の追加発行に伴う希薄化

当社は、将来、株式の払込金額が時価を大幅に下回らない限り、株主総会決議によらず、発行可能株式総数

のうち未発行の範囲において、株式や新株予約権を追加的に発行する可能性があります。将来における株式や

新株予約権の発行は、その時点の時価を下回る価格で行われ、当社普通株式の需給関係に悪影響を及ぼす可能

性があり、かつ、株式の希薄化を生じさせる可能性があります。

②　継続企業の前提に関する重要事象等の解消について

当社グループは、過年度より継続して営業損失、経常損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し

ており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しておりましたが、以下の対

応策を講じることにより、当連結会計年度において営業損失、経常損失から営業利益、経常利益に転じ、営業
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キャッシュ・フローのプラスに転じることになりました。また、新株予約権の行使等による資本増強により財

務体質も安定しております。

● ビットコイン関連領域での新規事業の開拓

● ホテル事業による業績及び財務の安定化と新規事業の模索

● コスト削減

● 資本政策の促進

このような状況を総合的に判断した結果、現時点において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況は解消したと判断しております。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」と

いう。）の状況の概要は以下の通りであります。また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在にお

いて判断したものであります。

イ）財政状態及び経営成績の状況

①　経営成績の状況

当連結会計年度は、雇用・所得環境に改善の動きがみられるとともに、円安に伴う外国人観光客の増加等に

より、景気は緩やかな回復基調となる一方、物価の上昇や不安定な国際情勢もあり、依然として先行きの不透

明な状況で推移いたしました。

当連結会計年度より開始したビットコイントレジャリー事業におきましては、中間連結会計期間よりビット

コインを購入し、当社の資金管理戦略の一環としてビットコインの保有残高を積み増していくことを進め、

プットオプションの売り取引を活用した収益の獲得を実現いたしました。

ホテル事業におきましては、客室の改装や新たな集客施策も進めており、集客率も伸び、安定した売上を計

上することができました。しかしながら、本業は好調であったものの、子会社清算に伴う費用の一部を営業費

用に計上したために営業損失が発生しております。

そのような状況下において、当連結会計年度における当社グループの業績は、1,062百万円（前期比306.0％

増）、売上総利益996百万円（前期比370.6%増）を計上しました。また、売上総利益から販売費及び一般管理

費645百万円を差し引いた350百万円の営業利益を計上しました。また、ビットコイン評価益5,457百万円など

の営業外収益5,650百万円、株式交付費償却６百万円などの営業外費用として８百万円、債務免除益400百万円

の特別利益400百万円を計上し、法人税等調整額1,952百万円を計上し、親会社株主に帰属する当期純利益

4,439百万円を計上しました。

なお、当社は、「BTCイールド」を公式の主要経営指標（KPI）として採用しております。BTCイールドと

は、、BTCイールドとは、当社のビットコイン保有総額と完全希薄化発行済普通株式数の比率が比較対象期か

らどのように増減したかを変化率で表す経営指標（KPI）です。当社は、株主価値の増大を目的としたビット

コイン取得戦略のパフォーマンス評価にBTCイールドを採用しています。 BTCゲインは、一定期間における、

期間当初に当社が保有していたビットコインの総保有有高に当該期間のBTC イールドを乗じて表すKPIです。

この指標は、新株が発行されなかったと仮定した場合のビットコイン総保有高の増加を表します。希薄化の影

響を排除することで、BTCゲインは、当社の財務戦略のみによってもたらされたビットコインの純増分を数値

化します。 BTC円ゲインは、BTCゲインの円換算額を表すKPIです。BTCゲインに、該当期間の最終日のビット

コインの市場価格を乗じて算出されます。これにより、株主及び投資家は現地通貨建ての財務上の影響をより

明確に把握することができます。 2024年7月1日から2024年9月30日までの当社のBTCイールドは41.7%でありま

した。2024年10月1日から2024年12月31日までの当社のBTCイールドは309.8%でありました。当連結会計年度第

１四半期である2025年１月１日から2025年３月24日までの当社のBTCイールドは68.3%でありました。

 2024年６月30日 2024年９月30日 2024年12月31日 2025年３月24日

ビットコイン保有枚数 141.073 398.832 1,761.980 3,350

発行済普通株式 18,169,218 18,169,218 36,268,334 44,248,334

完全希薄化後発行済株式数
（注１）

22,769,218 45,420,185 48,960,417 55,310,417

完全希薄化発行済株式1株当た
りビットコイン（注２）

0.006196 0.008781 0.035987 0.060567

BTCイールド(%、四半期累計) - 41.7% 309.82% 68.3%

BTCゲイン (四半期累計) - 58.86 1,235.58 1,203.49

BTC円ゲイン (百万円、四半期
累計)

- \538 \18,483 \15,107

BTC/円 参照価格（注３） - \9,133,955 \14,958,997 \12,553,031

（注１）完全希薄化後発行済株式数は、(i) 発行済普通株式総数、(ii) 転換社債の転換が仮に行われた場合の

潜在株式数、(iii) 発行済ストックオプションの行使による潜在株式数、(iv) 権利行使された新株予

約権による株式数、で構成され、それぞれの日付時点におけるものです。米国市場の報告基準に合わせ

るため、行使価格修正条項付新株予約権は、潜在的な株式の希薄化をより正確に反映させるために、行

使後にのみ含めることとします。さらに、At-The-Market（ATM）株式発行の報告基準との整合性を保つ

ため、ビットコイン購入のために発行された割引率 0%の新株予約権は、行使後に売却代金が当社に支

払われた時点で、初めて完全希薄化後株式数に反映されます。この手法は、米国における ATM 株式発

行を用いた希薄化の測定方法と一致しているため、割引率0%の新株予約権の希薄化を最も正確かつ公平

に測定できると考えています。
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（注２）完全希薄化発行済株式１株当たりビットコインは、ビットコイン保有量合計を各表示日時点の完全希薄

化発行済株式数で除して計算されます。その結果を1,000倍して、1,000株当たりのビットコイン数を表

しております。

（注３）BTC/円参照価格は、対象期間の最終日におけるBitflyerでの終値であり、以下のURLに掲載されていま

す：https://bitflyer.com/en-jp/s/closing-price

BTC イールドは、当社のビットコイン保有総額と完全希薄化発行済株式数の比率の前四半期比の変化率を反

映する主要経営指標です。当社は、株主の皆様に有益となる手段でビットコインを取得していく戦略の遂行実

績を評価するのに役立つKPIとしてBTCイールドを使用してまいります。

BTCゲインは、一定期間における、期間当初に当社が保有していたビットコインの総保有有高に当該期間の

BTCイールドを乗じて表すKPIです。この指標は、新株が発行されなかったと仮定した場合のビットコイン総保

有高の増加を表します。希薄化の影響を排除することで、BTCゲインは、当社の財務戦略のみによってもたらさ

れたビットコインの純増分を数値化します。

BTC円ゲインは、BTCゲインの円換算額を表すKPIです。BTCゲインに、該当期間の最終日のビットコインの市

場価格を乗じて算出されます。これにより、株主及び投資家は現地通貨建ての財務上の影響をより明確に把握

することができます。BTC円ゲインは、当社のビットコイン保有高の時価評価による損益を表すものではなく、

当社のビットコイン保有高に時価評価損失が発生した場合でも、プラスになることがあります。

本指標において、完全希薄化後発行済株式数には、各期末時点における実際の発行済普通株式総数に、ス

トックオプションの行使、新株予約権の行使、または転換社債などの転換可能金融商品が将来発行された場合

にその転換により発生する可能性のある潜在株式数が含まれます。At-The-Market（ATM）株式発行の報告基準

との整合性を保つため、ビットコイン購入のために発行された割引率0%の新株予約権は、行使後に売却代金が

当社に支払われた時点で、初めて完全希薄化後株式数に反映されます。この手法は、米国におけるATM株式発行

を用いた希薄化の測定方法と一致しているため、割引率 0%の新株予約権の希薄化を最も正確かつ公平に測定で

きると考えています。

BTC イールドは、行使価格修正条項付新株予約権以外のストック・オプションや新株予約権に付随する権利

確定条件や行使価格などの要素は考慮していません。当社は、株主に利益をもたらすと考える方法でビットコ

インを取得する戦略のパフォーマンスを評価するのに役立つKPIとしてこのBTCイールドを採用してまいりま

す。当社は、このKPIにより、普通株式または普通株式に転換可能な商品を追加発行してビットコインの購入資

金を調達するという当社の決定に対する投資家の理解を促進するために役立つと考えております。

これら３つのKPIを採用するにあたり、経営陣は、発行済普通株式より優先される負債およびその他の負債を

考慮していないこと、また、すべての負債が借り換えられるか、または将来転換される可能性のある負債の場

合には、その条件に従って普通株式に転換されることを前提としていることなど、その限界を認識しておりま

す。

さらに、これらのKPIは、営業実績、財務実績、または流動性の指標となることを意図しておらず、またその

ように解釈されるべきでもありません。具体的には、BTCイールド、BTCゲイン、及びBTC円ゲインは伝統的な財

務の「利回り」の定義には相当しません。また、当社の事業または保有するビットコインによって生み出され

る収入、ビットコイン投資のリターン、またはその他の類似の財務業績指標を反映するものでもありません。

当社普通株式の市場価格は、当社が保有するビットコイン数および実際の発行済み株式数または潜在的株式数

以外の多くの要因の影響を受けます。そのため、当社株式は保有ビットコインの市場価値と比較してディスカ

ウントまたはプレミアムで取引される可能性があり、これらのKPIは当社普通株式の取引価格を示唆または予測

するものではありません。

前述のとおり、これらのKPIは特定の目的を果たすものであり、ビットコインを取得するために自己資本を使

用することが株主にとって有益かどうかを評価するために、経営陣がビットコインの保有に関してのみ利用す

るものです。これらのKPIの計算においては、ビットコインの購入に使用された資金源の類は考慮しません。当

社は、2024年8月6日付の開示で発表した株主割当増資を含め、様々な資金調達活動からの資金を使用してビッ

トコインを取得していることに留意する必要があります。将来、転換社債やその他の負債証券が発行される可

能性がある場合、関連する負債を考慮せずにこれらの KPI に影響を与える可能性があります。ビットコインの

購入の全てが株式発行を通じて資金調達されるわけではなく、また全ての株式発行がビットコイン買収につな

がるわけでもないため、この指標は、ビットコイン購入における当社の株式資本の使用がどの程度増価的であ

るかを過大評価または過小評価する可能性があります。

当社はこれまで普通株式に対して配当金を支払っておらず、これらのKPIを提示することによって、将来的に

配当金を支払う意向を示しているわけではありません。また、当社の普通株式を所有することは、当社が保有

するビットコインの権益を所有することと同じではありません。投資家は、当社が東京証券取引所に提出した

財務諸表およびその他の開示情報に基づいて投資判断をしていただくようお願い申し上げます。これらのKPIは

補完的なものであり、代替的なものではありません。これらのKPIは、その具体的な目的と様々な制約を理解し

た投資家が利用すべきものであります。

 

②　財政状態の状況
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(a) 資産の部

当連結会計年度末の総資産の額は30,325百万円となり、前連結会計年度から28,659百万円増加しました。

流動資産の額は2,685百万円となり、前連結会計年度から2,086百万円増加しております。

これは主に、現金及び預金が258百万円減少した一方、売掛金が８百万円、預け金2,320百万円及びその他

流動資産が15百万円増加したことによるものであります。

固定資産の額は27,525百万円となり、前連結会計年度から26,458百万円増加しました。

これは主に、有形固定資産が０百万円、無形固定資産が76百万円及び投資その他の資産が26,381百万円増

加したことによるものであります。

(b) 負債の部

当連結会計年度末の負債の額は13,359百万円となり、前連結会計年度から12,845百万円増加しておりま

す。

流動負債の額は11,393百万円となり、前連結会計年度から11,015百万円増加しております。

これは主に、１年内償還予定の社債が11,250百万円増加したことによるものであります。

固定負債は1,966百万円となり、前連結会計年度から1,830百万円増加しております。

これは主に、長期借入金が130百万円減少した一方、退職給付に係る負債が２百万円増加及び繰延税金負債

が1,958百万円増加したことによるものであります。

(c) 純資産の部

当連結会計年度末における純資産の額は16,965百万円で、前連結会計年度末から15,813百万円増加してお

ります。

これは主に親会社株主に帰属する当期純利益4,439百万円を計上及び、新株予約権の発行及びその行使によ

り、払込資本が11,509百万円増加したためであります。

 

ロ）キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ258百万円

減少し、294百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって獲得した資金は623百万円（前年同期は571百万円の支出）となりました。その主な要因

は、税金等調整前当期純利益6,393百万円、減価償却費16百万円、ビットコイン評価損益（△は益）△5,457

百万円、退職給付に係る負債の増減額（△は減少）２百万円、債務免除益△400百万円及び売上債権の増減額

（△は増加）△８百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によって支出した資金は23,452百万円（前年同期は2,333百万円の獲得）となりました。その主な

要因は、ビットコインの取得による支出△20,907百万円、有形固定資産の取得による支出△16百万円、無形

固定資産の取得による支出△76百万円及び預け金の増減額（△は増加）△2,322百万円等によるものでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によって獲得した資金は22,570百万円（前年同期は1,415百万円の支出）となりました。その主な

要因は、長期借入金の返済による支出△53百万円、社債の発行による収入12,250百万円、社債の償還による

支出△1,000百万円、株式の発行による収入11,509百万円及び自己株式の取得による支出△109百万円等によ

るものであります。
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ハ）生産、受注及び販売の実績

①　仕入実績

仕入実績をセグメント毎に示すと、次の通りです。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

ビットコイン トレジャリー事業 ― ―

ホテル事業 66,094 50.7

合計 66,094 50.7

（注）　金額は、仕入価格によっております。

 

②　受注実績

サービス業のため、該当事項はありません。

 

③　販売実績

販売実績をセグメント毎に示すと、次の通りです。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

ビットコイン トレジャリー事業 691,577 ―

ホテル事業 370,705 41.7

合計 1,062,283 306.0
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経営者の視点による経営成績等の状況の分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社グループの当連結会計年度の財政状態及び経営成績の状況につきましては、「第２　事業の状況　４　

経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1）経営成績等の状況の概要　イ）

財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第２　事業の状況　３　事業等のリ

スク」に記載のとおりであります。

当社グループの経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標につきま

しては、経常利益及び売上高経常利益率であります。

① 経常利益

当期売上高については、当期から開始した新規事業であるビットコイントレジャリー事業691百万円、ホテル

事業370百万円となり、総額売上高1,062百万円を計上できたことから、前年より306.0%の増額となりました。

営業利益については、当期から開始した新規事業であるビットコイントレジャリー事業が貢献し、営業利益

350百万円を計上できました。経常利益については、ビットコイン評価益5,457百万円を計上したため、経常利

益が増え、5,993百万円を計上できました。

② 売上高経常利益率

売上高経常利益率は564.2％となりました。

今後、既存ホテルについては、稼働率と客単価を維持・向上していくとともに、ビットコイン・トレジャ

リー運用の拡大と企業のビットコイン採用の推進を通じ、グローバルな変革をリードし、拡大することで収益

を確保し、また引き続きコスト削減を実現することで経常利益の計上に努めてまいります。

当社グループが目標とする指標についての当連結会計年度と前連結会計年度の実績は以下のとおりでありま

す。

（単位：百万円）

指標 当連結会計年度 前連結会計年度 増減率

売上高 1,062 261 306.0％

経常利益及び経常損失（△） 5,993 △414 ―

売上高経常利益（損失）率 564.2％ △158.5％ ―

（注）　記載金額は百万円以下を切り捨てて表示しております。

 

(2）キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループの当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第２　事業の状況　

４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1）経営成績等の状況の概要　

ロ）　キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、新株予約権の行使等による資本増強により財

務体質も安定して おります。

 

(3）重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成されておりま

す。この連結財務諸表の作成にあたって、資産・負債や収益・費用に影響を与える見積りは、過去の実績や現

在の状況並びに入手可能な情報を総合的に勘案し、その時点で最も合理的と考えられる見積りや仮定を継続的

に用いておりますが、見積り及び仮定には不確実性が伴うため、実際の結果と異なる可能性があります。

なお、会計上の見積りにつきましては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　

注記事項　重要な会計上の見積り」及び「第５　経理の状況　２　財務諸表等　（１）財務諸表　注記事項　

重要な会計上の見積り」に記載のとおりであります。
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５【経営上の重要な契約等】

当社は、2025年１月28日開催の取締役会決議において、下記のとおり、EVO FUND（ケイマン諸島、代表者：マ

イケル・ラーチ、リチャード・チゾム）（以下「割当予定先」又は「EVO FUND」といいます。）を割当予定先と

する第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権の締結を決議しております。

詳細は、「第４　経理の状況　１　連結財務諸表等　重要な後発事象　（第三者割当による第13回乃至第17回

新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の発行及び新株予約権の買取契約の締結）」に記載のと

おりであります。

 

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は約16百万円で、その内訳は、主としてウェン東京株式

会社におけるホテルの改装に伴う建物及び構築物の増加となっております。

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりです。

(1）提出会社

2024年12月31日現在
 

事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容
帳簿価額（千円） 従業員数

（名）建物 土地 その他 合計

本社
（東京都港区）

全社 本社機能 - - 342 342 ５

 （注）１．現在休止中の主要な設備はありません。

２．帳簿価額のその他は、工具、器具及び備品であります。

 

(2）国内子会社

2024年12月31日現在
 

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の
内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（名）建物及び

構築物
土地 その他 合計

ウェン東京㈱
ホテルロイヤルオーク

五反田
（東京都品川区）

ホテル事業
ホテル
関連設備

106,281 866,619 2,168 975,068 12

 （注）１．現在休止中の主要な設備はありません。

２．帳簿価額のその他は、工具、器具及び備品及び建設仮勘定であります。

 

 

３【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 145,000,000

合計 145,000,000

（注）１．当社の定款第６条に定められたところにより、当社の普通株式の発行可能株式総数は、145,000,000株であ

ります。

２．2024年11月８日付にて、発行可能株式総数が145,000,000株に変更されることを2024年12月13日開催臨時株

主総会にて決議しております。

 

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2024年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年３月24日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 36,268,334 40,332,334
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株でありま
す。

計 36,268,334 40,332,334 － －

（注）１．提出日現在発行数には、2025年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

（注）２．2025年１月６日付で、新株予約権の行使により2,900,000株増加しております。2025年２月18日から2025年２

月21日付で、新株予約権の行使により1,164,000株増加しております。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

・第10回新株予約権

決議年月日
2022年12月28日取締役会決議

2023年２月７日臨時株主総会承認

付与対象者の区分及び人数（名）※
当社取締役             ２

当社従業員             ３

新株予約権の数（個）※

当社取締役        356,000

当社従業員        104,000

総数　　　　　　　 460,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ 該当なし

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式       4,600,000

新株予約権の払込金額（円）※ １個あたり金           18

新株予約権の行使時の払込金額（円）※
100

下記（注）２．参照。

新株予約権の行使期間 ※
2026年２月８日（当日を含む。）から

2033年２月７日（当日を含む。）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格       100

資本組入額     50

下記（注）７．参照。

新株予約権の行使の条件 ※ 下記（注）４．参照。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 下記（注）８．参照。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ 該当事項はありません。
 

※ 当事業年度の末日（2024年12月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2025年2月28

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に

かかる記載を省略しております。

（注）１．新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法

新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法

(1)　本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。

(2)　本新株予約権の目的である株式の総数は4,600,000株（本新株予約権1個あたり10株

（以下、「割当株式数」という。））とする。

なお、本新株予約権の割当日の翌日以降に当社の完全希薄化後発行済株式総数（以下に定義する。）

が変動する場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新

株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調

整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝新完全希薄化後発行済株式総数×0.2

「完全希薄化後発行済株式総数」とは、当社の発行済株式総数に当社が発行し残存している取得請求

権付株式、取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

であってその取得と引換えに当社普通株式を交付する旨の定めがあるもの及び当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権付社債その他の証券若しくは権利（本新株予約権を除く。）の目的となる当社普通

株式の総数を加えたものをいう。

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合

理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1)　各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（以下に定義する。）に割当株

式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(2)　本新株式予約権の行使により当社普通株式を交付（当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有

する株式当社普通株式を処分することをいう。（以下同じ）する場合における株式1株あたりの出資

される財産の価額（以下、「行使価額」という。）は、100円とする。

３．行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当を含む。）または株式併合を行う場

合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割（または併合）の比率

４．その他の本新株予約権の行使の条件

(1)　本新株予約権の一部行使はできない。
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(2)　本新株予約権にかかる新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）は、以下に掲げる各期間

において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各期間につき以下に掲げる割合を限度として

（ただし、発行会社の取締役会の決議による承認を得た場合はこの限りではなく、またかかる割合

に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じた場合には、かかる端数

を切り捨てる。）本新株予約権を行使することができる。

①　2026年２月８日から2027年２月７日

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の1/3まで

②　2027年２月８日から2028年２月７日

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の2/3まで

③　2028年２月８日から本新株予約権の行使期間の終期まで

当該本新株予約権者が保有するすべての本新株予約権

５．新株予約権の取得事由及び取得の条件

当社は、本新株予約権者につき以下の事由が生じた場合は、当該本新株予約権が保有する全ての本新株予

約権を、１個当たり、①当該取得の対象となる本新株予約権の数（以下「取得対象新株予約権数」とい

う。）が第12項第２号に従い行使が未だ可能となっていない当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の

数（以下「行使不能新株予約権数」という。）以下の場合には無償、②取得対象新株予約権数が行使不能新

株予約権数を超過する場合には12.6円（対象となる本新株予約権の個数を乗じて１円未満の端数が生じたと

きはこれを四捨五入する。）で取得する。

(1)　当該本新株予約権者が当社またはその子会社（以下「発行会社等」という。）の取締役、監査役ま

たは従業員ではなくなったとき。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があ

ると当社取締役会が認めた場合を除く。

(2)　当該本新株予約権につき以下の事由があったとき。

①　法令または発行会社等の内部規定に対する重大な違反行為

②　禁錮以上の刑に処せられた場合

③　当社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合

６．新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

７．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数

が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減

じた額を増加する資本準備金の額とする。

８．新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

９．新株予約権の行使請求の方法

(1)　本新株予約権を行使請求しようとする場合は、第11項に定める行使請求期間中に第19項記載の行使

請求受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければならない。

(2)　本新株予約権を行使請求しようとする場合は、前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本新

株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第20項に定める払込取扱場所の

当社が指定する口座に振り込むものとする。

(3)　本新株予約権の行使請求の効力は、第19項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て

通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口

座に入金された日に発生する。

10．株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替

口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。

11．その他

(1)　会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社

は必要な措置を講じる。

(2)　上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

(3)　その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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③【その他の新株予約権等の状況】
 
・第12回新株予約権

決議年月日 2024年11月28日取締役会決議

新株予約権の数（個）※
EVO FUND                         29,000

総数                             29,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式       2,900,000

新株予約権の払込金額（円）※ １個あたり金           614

新株予約権の発行時の払込金額（円）※ 17,806,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※
１個あたり金         3,288

9,535,200,000

新株予約権の行使期間 ※
2024年12月17日（当日を含む。）から

2025年６月16日

新株予約権の行使の条件 ※ 下記（注）２、３及び４．参照。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取

締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ 該当事項はありません。
 

※ 当事業年度の末日（2024年12月31日）における内容を記載しております。2025年１月６日付で、新株予約権の

全株式の2,900,000株を行使しております。

（注）１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1)　各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額（以下に定義す

る。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数が生じる場合は、これを

切り捨てる。

(2)　本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付（当社普通株式を新たに発行し、又は当社の

保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。）する場合における株式１株当たりの出

資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、3,288円とする。

２．行使価額の修正

(1)　行使価額は、2025年１月７日以降（当日を含む）に初回の修正がされ、以後１取引日（株式会社東

京証券取引所（以下「取引所」という。）において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。）が

経過する毎に修正される（以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」とい

う。）。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ11連続

取引日（以下 「価格算定期間」という。）の各取引日（但し、売買高加重平均価格（VWAP）が存在

しない日を除く。）において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格

（VWAP）の単純平均値の97%に相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた額（但し、当該金額が下

限行使価額（以下に定義する。）を下回る場合、下限行使価額とする。）に修正される。但し、当

該価格算定期間のいずれの取引日にも売買高加重平均価格（VWAP）が存在しなかった場合には、行

使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格算定期間内の取引日に第11項の規定に基づく調整

の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当

社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（VWAP）は当該事由を勘案して調整される。

(2)　「下限行使価額」は当初1,500円とする。下限行使価額は第11項の規定を準用して調整される。

３．行使価額の調整

(1)　当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発

行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）を

もって行使価額を調整する。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行普通株式数＋

交付普通株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

(2)　行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、

次に定めるところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（但

し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、

当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権

利の請求又は行使による場合を除く。）、調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間

が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、募集

のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②　株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割の

ための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与え

EDINET提出書類

株式会社メタプラネット(E02978)

有価証券報告書

 25/121



るための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を

受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無

償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもっ

て当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含む。）又は

本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若

しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当の場合を含

む。）、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社

債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株

式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予

約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降これを適

用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用す

る。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定してい

ない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株 式、新株予

約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点 の条件で請求

又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用 して算出するも

のとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付

する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤　本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効

力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としていると

きは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、

これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本

新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定

するものとする。

株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)　行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる

限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発

生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額か

らこの差額を差引いた額を使用する。

(4)　行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①　１円未満の端数を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日（但し、本項第(2)号⑤の場合は

基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値

の平均値（当日付で終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、１円未満の

端数を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がな

い場合は、調整後行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、

当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合

には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式

に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5)　本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行

使価額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社と

する株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調

整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)　本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10

項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

(7)　第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ

書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適

用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新
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株予約権者」という。）に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該

通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

４．その他の本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできない。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
 

（千円）

資本金残高
 

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2020年４月１日

（注）１
132,700 57,192,187 7,682 3,096,887 7,682 6,739,241

2021年５月７日

（注）２
－ 57,192,187 △3,096,887 0 △5,404,495 1,334,745

2023年２月８日

（注）３
57,500,000 114,692,187 575,000 575,000 575,000 1,909,745

2024年１月12日

（注）４
－ 114,692,187 △575,000 0 － 1,909,745

2024年４月１日～

2024年６月30日

（注）５、６、７

67,000,000 181,692,187 677,705 677,705 677,705 2,587,450

2024年８月１日

（注）８
△163,522,969 18,169,218 － 677,705 － 2,587,450

2024年７月１日～

2024年11月28日

（注）９

18,099,116 36,268,334 5,076,820 5,754,525 5,076,820 7,664,271

2024年12月20日

（注）10
－ 36,268,334 △5,754,525 0 － 7,664,271

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

２．会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項の規定に基づき、株主総会の決議により資本金を3,096,887

千円、資本準備金を5,404,495千円減少し、欠損填補したものであります。

３．2023年２月８日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が57,500,000株、資本金が

575,000千円及び資本準備金が575,000千円増加しております。

４．会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項の規定に基づき、株主総会の決議により資本金を575,000千

円減少し、欠損填補したものであります。

５．2024年４月８日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が46,750,000株、資本金及び資本準

備金がそれぞれ472,876千円増加しています。

６．2024年４月22日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が8,571,300株、資本金及び資本準

備金がそれぞれ86,698千円増加しています。

７．2024年６月10日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が11,678,700株、資本金及び資本準

備金がそれぞれ118,130千円増加しています。

８．2024年６月28日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効力発

生日（2024年８月１日）をもって10株を１株に株式併合しております。

これに伴い発行済株式総数が163,522,969株減少しております。

９．2024年11月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,099,116株、資本金及び資本準

備金がそれぞれ5,076,820千円増加しています。

10．会社法第447条第１項の規定に基づき、臨時株主総会の決議により資本金を5,754,525千円減少し、欠損填補

したものであります。

11．2025年１月６日付で、第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の行使により、発行済株式総数が

2,900,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,776,503千円増加しています。

12．2025年２月18日から本報告書の提出日の属する月の前月末である2025年２月28日までの期間において、第13

回新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,164,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,569,017千

円増加しています。
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13．2022年12月28日付で提出した有価証券届出書及び2023年１月12日付で提出した訂正有価証券届出書に記載い

たしました「第一部　証券情報　第１募集要項　５新規発行による手取金の使途　(2）手取金の使途」につ

いて、下記のとおり変更いたしました。

(1)　変更の理由

当社が2022年12月28日に第９回新株予約権の発行を取締役会にて決議した当時に企図していたWEB3や

メタバース関連事業は、未だ収益化の見通しが立たないためこれらを取りやめることとし、新たにビッ

トコインの購入・保有を当社の財務戦略の一環として取り入れることにしたためであります。

(2)　変更箇所

本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。（変更箇所は下線で示しております。）

（変更前）

具体的な使途 金額　　（百万円） 支出予定時期

①　運転資金
本新株式 本新株予約権 合計 2023年２月～

2024年12月200 400 600

②　コア事業における開発・運営・宣
伝費

本新株式 本新株予約権 合計 2023年２月～

2024年12月40 290 330

③　コンサルティング事業にかかる人
件費

本新株式 本新株予約権 合計 2023年２月～

2025年12月40 150 190

④　投資事業にかかる投資原資
本新株式 本新株予約権 合計 2023年２月～

2025年12月296 474 770

⑤　借入金の返済
本新株式 本新株予約権 合計 2023年２月～

2023年３月530 41 571

合計
本新株式 本新株予約権 合計

 
1,106 1,355 2,461

（変更後）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　運転資金
本新株式 本新株予約権 合計 2023年２月～

2024年12月200 400 600

②　コア事業における開発・運営・宣
伝費

本新株式 本新株予約権 合計 2023年２月～

2024年12月40 206 246

③　コンサルティング事業にかかる人
件費

本新株式 本新株予約権 合計 2023年２月～

2025年12月40 － 40

④　投資事業にかかる投資原資
本新株式 本新株予約権 合計 2023年２月～

2025年12月296 708 1,004

⑤　借入金の返済
本新株式 本新株予約権 合計 2023年２月～

2023年３月530 41 571

合計
本新株式 本新株予約権 合計

 
1,106 1,355 2,461

14．2024年８月６日付で提出した有価証券届出書および2024年11月14日付で提出した訂正有価証券届出書に記載

いたしました「第一部　証券情報　第１募集要項　５新規発行による手取金の使途　(2）手取金の使途」に

ついて、下記のとおり変更いたしました。

(1)　変更の理由

当社は、2024年８月６日付け開示資料「新株予約権（非上場）の無償割当に関するお知らせ」でお知

らせしたとおり、当社第11回新株予約権（非上場）（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当

を行うことを決議しました。

その後、当社は、2024年８月８日付け開示資料「資金の借入及びビットコインの購入に関するお知ら

せ」でお知らせしたとおり、MMXXベンチャーズ・リミテッド（以下「MMXX」といいます。）よりビット

コインを購入するために総額10億円の資金の借入れ（以下「当該借入」といいます。）を行いました。

なお、有価証券届出書提出時にはMMXXから借り入れを行うことを決定していなかったため、本新株予約

権の無償割当に係る資金使途の説明において、当該借入の返済への充当について含めておりませんでし

た。

2024年10月１日において、その時点までに払込みされている本新株予約権行使金額を原資とし、当該

借入金の繰上返済を行い、MMXXへの借入返済は、本訂正届出書提出時点において返済を完了しておりま

す。
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なお、この度の繰上返済は、当社が、今回、本新株予約権の無償割当による資金調達を行ったことに

より、MMXXより、2024年８月８日付け開示資料にも記載されているMMXXと締結した借入契約の条件とし

て定められていた「当社が資金調達を行った場合、貸主は期限前返済を要求することができる」を適用

させる形で期限前返済についての話があったことによるものです。

また、MMXXは、本新株予約権の無償割当の割当日である2024年９月６日時点で本新株予約権900,000

個を割り当てられており、MMXXからは、当該繰上返済資金について、保有する本新株予約権すべての行

使に充当する予定である旨の表明を受け、実際にMMXXからは保有する本新株予約権について行使がされ

ております。

なお、当該借入はMMXXによる新株予約権の行使代金を前倒しで受け取り、ビットコインを早急に購入

することを目的としたものであったため、当社は、当該借入時にすでに10億円のビットコインを購入し

ていることから、結果として、最終的には2024年８月６日付に開示した通りの資金使途の内容が達成さ

れることになりました。

(2)　変更箇所

本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。（変更箇所は下線で示しております。）

（変更前）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　社債の償還 1,000 2024年10月～2025年6月

②　ビットコインの購入 8,500 2024年９月～2024年12月

③　運転資金 500 2024年10月～2026年12月

合計 10,000  

（変更後）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　社債の償還 1,000 2024年10月～2025年6月

②　ビットコインの購入 7,500 2024年９月～2024年12月

③　運転資金 500 2024年10月～2026年12月

④　MMXXへの借入返済 1,000 2024年10月

合計 10,000  

15．2024年11月28日付で提出した有価証券届出書、2024年12月18日付及び2024年12月25日付で提出した訂正有価

証券届出書に記載いたしました「第一部　証券情報　第１募集要項　５新規発行による手取金の使途　(2）

手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。

・2024年12月18日付で提出した訂正有価証券届出書時点

(1)　変更の理由

当社は2024年12月17日にEVO FUNDに対して45億円の第４回普通社債（金利年率０％）を発行いたしま

した。同社債の発行により調達した資金は、ビットコインの購入に充当いたします。同社債の償還期日

は2025年１月16日であるため、当社は、本新株予約権の発行と行使により返済原資を確保することにし

たためであります。

 

EDINET提出書類

株式会社メタプラネット(E02978)

有価証券報告書

 30/121



(2)　変更箇所

本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。（変更箇所は下線で示しております。）

（変更前）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　ビットコインの購入 9,167 2024年12月～2025年６月

②　運転資金 340 2024年12月～2025年12月

合計 9,507  

（変更後）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　社債の償還 4,500 2025年１月

②　ビットコインの購入 4,667 2024年12月～2025年６月

③　運転資金 340 2024年12月～2025年12月

合計 9,507  

・2024年12月25日付で提出した訂正有価証券届出書時点

(1)　変更の理由

当社は2024年12月20日にEVO FUNDに対して50億円の第４回普通社債（金利年率０％）を発行いたしま

した。同社債の発行により調達した資金は、ビットコインの購入に充当いたします。同社債の償還期日

は2025年６月16日であるため、当社は、本新株予約権の発行と行使により返済原資を確保することにし

たためであります。

(2)　変更箇所

本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。（変更箇所は下線で示しております。）

（変更前）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　社債の償還 4,500 2025年１月

②　ビットコインの購入 4,667 2024年12月～2025年６月

③　運転資金 340 2024年12月～2025年12月

合計 9,507  

（変更後）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　社債の償還 9,500 2025年１月～2025年６月

②　運転資金 ７ 2024年12月～2025年12月

合計 9,507  

16．2025年１月28日付で提出した有価証券届出書及び2025年２月10日付で提出した訂正有価証券届出書に記載い

たしました「第一部　証券情報　第１募集要項　５新規発行による手取金の使途　(2）手取金の使途」につ

いて、下記のとおり変更いたしました。

(1)　変更の理由

当社は2025年２月10日付の取締役会決議により、同月13日にEVO FUNDに対して40億円の第６回普通社

債（金利年率０％）を発行いたします。同社債の発行により調達した資金は、ビットコインの購入に充

当いたします。同社債の償還期日は2025年８月12日であるため、当社は、本新株予約権の発行と行使に

より返済原資を確保することにしたためであります。
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(2)　変更箇所

本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。（変更箇所は下線で示しております。）

（変更前）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　ビットコインの購入 111,313 2025年２月～2027年２月

②　ビットコイン・インカム事業 5,000 2025年２月～2025年12月

合計 116,313  

（変更後）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　社債の償還 4,000 2025年２月～2025年８月

②　ビットコインの購入 107,313 2025年２月～2027年２月

③　ビットコイン・インカム事業 5,000 2025年２月～2025年12月

合計 116,313  

17．2025年１月28日付で提出した有価証券届出書、2025年２月10日付及び2025年３月４日付で提出した訂正有価

証券届出書に記載いたしました「第一部　証券情報　第１募集要項　５新規発行による手取金の使途　(2）

手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。

(1)　変更の理由

有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、

2025年２月13日に第６回普通社債を発行したことに加えて、2025年２月27日に第７回普通社債を新たに

発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入

を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第６回普通社債に加えて第７回普通

社債の償還に充てることに変更しました。

(2)　変更箇所

本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。（変更箇所は下線で示しております。）

（変更前）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　社債の償還 4,000 2025年２月～2025年８月

②　ビットコインの購入 107,313 2025年２月～2027年２月

③　ビットコイン・インカム事業 5,000 2025年２月～2025年12月

合計 116,313  

（変更後）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　社債の償還 6,000 2025年２月～2025年８月

②　ビットコインの購入 105,313 2025年２月～2027年２月

③　ビットコイン・インカム事業 5,000 2025年２月～2025年12月

合計 116,313  

18．2025年１月28日付で提出した有価証券届出書、2025年２月10日付、2025年３月４日付及び2025年３月12日付

で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部　証券情報　第１募集要項　５新規発行による

手取金の使途　(2）手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。

(1)　変更の理由

有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、

2025年２月13日に第６回普通社債、2025年２月27日に第７回普通社債を発行したことに加えて、2025年

３月12日に第８回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高

騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を

第６回普通社債及び第７回普通社債に加えて、第８回普通社債の償還に充てることに変更しました。

(2)　変更箇所

本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。（変更箇所は下線で示しております。）
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（変更前）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　社債の償還 6,000 2025年２月～2025年８月

②　ビットコインの購入 105,313 2025年２月～2027年２月

③　ビットコイン・インカム事業 5,000 2025年２月～2025年12月

合計 116,313  

（変更後）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　社債の償還 8,000 2025年２月～2025年９月

②　ビットコインの購入 103,313 2025年２月～2027年２月

③　ビットコイン・インカム事業 5,000 2025年２月～2025年12月

合計 116,313  

19．2025年１月28日付で提出した有価証券届出書、2025年２月10日付、2025年３月４日付及び2025年３月12日付

で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部　証券情報　第１募集要項　５新規発行による

手取金の使途　(2）手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。

(1)　変更の理由

有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、

2025年２月13日に第６回普通社債、2025年２月27日に第７回普通社債及び、2025年２月27日に第８回普

通社債を発行したことに加えて、2025年３月18日に第９回普通社債を新たに発行し、それにより本新株

予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本

新株予約権の行使により調達した資金を第６回普通社債、第７回普通社債及び第８回普通社債に加え

て、第９回普通社債の償還に充てることに変更しました。

(2)　変更箇所

本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。（変更箇所は下線で示しております。）

（変更前）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　社債の償還 8,000 2025年２月～2025年９月

②　ビットコインの購入 103,313 2025年２月～2027年２月

③　ビットコイン・インカム事業 5,000 2025年２月～2025年12月

合計 116,313  

（変更後）

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　社債の償還 10,000 2025年２月～2025年９月

②　ビットコインの購入 101,313 2025年２月～2027年２月

③　ビットコイン・インカム事業 5,000 2025年２月～2025年12月

合計 116,313  
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（５）【所有者別状況】

       2024年12月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の
状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
（人）

－ 2 32 167 118 269 31,266 31,854 －

所有株式
数
（単元）

－ 3,520 21,402 4,827 112,994 32,921 182,944 358,608 407,534

所有株式
数の割合
（％）

－ 0.982 5.968 1.346 31.509 9.180 51.015 100.000 －

（注）　自己株式95,798株は、「個人その他」に957単元、「単元未満株式の状況」に98株含まれております。
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（６）【大株主の状況】

  2024年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合(％)

INTERACTIVE BROKERS LLC（常任代理

人　インタラクティブ・ブローカーズ

証券株式会社）

ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH,

CONNECTICUT 06830 USA（東京都千代

田区霞が関３丁目２番５号）

3,551,447 9.82

SPENCER DAVID JONATHAN（常任代理

人　EVOLUTION JAPAN証券株式会社）

VADHANA,BANGKOK（東京都千代田区紀

尾井町４番１号）
1,500,000 4.15

MMXX VENTURES LIMITED（常任代理

人　EVOLUTION JAPAN証券株式会社）

CRAIGMUIR CHAMBERS,PO BOX 71,ROAD

TOWN,TORTOLA VG1110,BRITISH VIRGIN

ISLANDS（東京都千代田区紀尾井町４

番１号）

1,445,450 4.00

GEROVICH SIMON 東京都港区 1,411,640 3.90

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 1,409,500 3.90

STATE STREET BANK AND TRUST

COMPANY 505001（株式会社みずほ銀

行）

ONE CONGRESS STREET, SUITE

1,BOSTON,MASSACHUSETTS（東京都港区

港南２丁目15番１号）

1,391,500 3.85

BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT（株式

会社三菱ＵＦＪ銀行）

240 GREENWICH STREET,NEW

YORK,NEWYORK 10286 U.S.A.（東京都

千代田区丸の内１丁目４番５号）

1,320,429 3.65

UBS AG SINGAPORE（シティバンク、エ

ヌ・エイ）

AESCHENVORSTADT 1,CH-4002 BASEL

SWITZERLAND（東京都新宿区新宿６丁

目27番30号）

1,140,840 3.15

衛藤バタラ 東京都府中市 750,000 2.07

BNYM SA/NV FOR BNY M FOR BNYM GCM

CLIENT ACCTS M ILM FE（株式会社三

菱ＵＦＪ銀行）

2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A

1HQ UNITED KINGDOM（東京都千代田区

丸の内１丁目４番５号）

347,134 0.96

計  14,267,940 39.44

（注）１．持株比率は自己株式（95,798株）を控除して計算しております。

２．キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーより2025年１月10日付で大量保有報告書及び

2025年２月７日付、2025年２月21日付、2025年３月７日付で変更報告書が提出されておりますが、キャピタ

ル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーを除き、当社として当事業年度末時点における実質所

有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、当該2025年３月７日時点での大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者　　　　　　キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー

保有株券等の数　　　　2,636,000株

株券等保有割合　　　　5.55％

３．エボ　ファンド（Evo Fund）より2025年１月14日付で大量保有報告書及び2025年２月28日付、2025年３月10

日付、2025年３月13日付で変更報告書が提出されておりますが、エボ　ファンド（Evo Fund）を除き、当社

として当事業年度末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めており

ません。

なお、当該2025年３月13日時点での大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者　　　　　　エボ　ファンド（Evo Fund）他１社

保有株券等の数　　　　17,884,000株

株券等保有割合　　　　29.72％
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2024年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式(自己株式等)  － － －

議決権制限株式(その他)  － － －

完全議決権株式(自己株式等) (普通株式) 95,700 － －

完全議決権株式(その他) (普通株式) 35,765,100 357,651 －

単元未満株式 (普通株式) 407,534 － －

発行済株式総数  36,268,334 － －

総株主の議決権  － 357,651 －

（注）2024年６月28日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効力発生日

（2024年８月１日）をもって10株を１株に株式併合しております。

これに伴い発行済株式総数が163,522,969株減少しております。

 

②【自己株式等】

    2024年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社メタプラネット
東京都港区六本木六丁目10
番１号

95,700 － 95,700 0.27

計 － 95,700 － 95,700 0.27

（注）2024年６月28日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効力発生日

（2024年８月１日）をもって10株を１株に株式併合しております。株式併合後の自己株式数は、95,700株です。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

　会社法第155条第７号に該当する普通株式

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 95,013 109,400

当期間における取得自己株式 3,102 15,411
 
（注）当期間における取得自己株式には、2025年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割
に係る移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他（新株予約権の行使） － － 27,000 72,123

保有自己株式数 95,798 － 71,900 －

（注）当期間における保有自己株式には、2025年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。

 

３【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な政策の一つと認識しており、収益力の向上・財務体質の改善を図り

ながら長期的かつ安定した配当及び利益還元をおこなうことを基本方針としております。

配当の決定機関及び回数につきましては、株主総会の決議により期末において年１回実施することを基本方針と

し、業績等に応じて、取締役会の決議により中間配当を実施することとしております。なお、当社は、「取締役会の

決議によって、毎年６月末日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

当期の配当につきましては、上記基本方針に基づき無配とすることを決定いたしました。

内部留保資金につきましては、今後展開する新規事業の原資として、有効投資してまいります。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、「快適さ（Quality of Living）は自らチョイスする時代へよりよい選択肢を提供できる企

業となる」という経営理念を実現するため、株主はじめ、当社を取り巻く多様なステークホルダーとの関係を一

層重視すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上最も重要な課題の一つと考えております。

当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下の通りです。

１．当社グループは、株主、従業員、取引先その他のステークホルダーの立場を尊重し、関係を重視してまい

ります。各ステークホルダーとの対応姿勢にかかる方針を全社的に示し実践していくことにより、関係の

維持、発展に努めてまいります。

２．当社グループは、取締役による職務執行、経営方針の決定について、監査役会による厳正な監査が機能す

る体制の整備に努めてまいります。

３．当社は、内部統制及びコンプライアンス遵守を最重要課題との認識を持ち、組織体制の強化を図ってまい

ります。社長直轄の内部監査人１名による各部署等の業務の監査、顧問弁護士等専門家の活用、リスク情

報の社内共有などの取組みに努めてまいります。

４．当社グループは、経営の透明性を高め、株主などへの説明責任を果たすために、公正かつ迅速に、会計情

報その他の情報開示をおこなってまいります。ウェブサイトの積極活用等により、事業の概況及び展望等

について、投資家等への情報開示を積極的に推進してまいります。

当社グループは、以上の基本的な考え方に基づき、今後とも、コーポレート・ガバナンスの充実を実現するた

めに、必要な施策を実施・評価してまいります。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ　企業統治の体制の概況

当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は下記の通りです。

・取締役会

当社の取締役会は、提出日現在、代表取締役１名、その他取締役８名（社外取締役７名を含む）の９名体制

をとっております。月１回の定時取締役会に加え臨時取締役会を適時開催しております。なお、当事業年度に

おいて取締役会は27回開催しております。

2002年11月より取締役の任期を１年とし毎年株主の皆様に信任のご判断をお願いしており、どのような経営

環境にも迅速に対応できるように取締役会の運営を図ると同時に、経営に対する責任を明確にしております。

・幹部会

当社グループは、重要な経営課題にあたっては、取締役会における議論に先立ち、取締役、ほか幹部社員で

構成される幹部会を通じて活発に意見交換を行っております。これにより、現場の業務執行について、経営陣

が迅速に情報共有、意思決定をおこなうことのできる体制を整備しております。

・監査役及び監査役会

当社は、監査役会設置会社としており、提出日現在、監査役会は３名で構成されており、全３名が社外監査

役であり、そのうち１名は常勤監査役です。常勤監査役の１名は公認会計士であり、専門的見地から監査をお

こなっています。監査役は、監査役会のほか、取締役会に随時出席し、各取締役の職務執行について厳正な監

査を実施しています。

・会計監査人

当社は、監査法人やまぶきと監査契約を締結し、金融商品取引法及び会社法に基づく監査を受けており、適

切な監査が実施されております。

 

ロ　企業統治の体制を採用する理由

当社では、企業競争力強化を図り、スピーディーな経営の意思決定及び経営の透明性・合理性向上を目的と

しております。また、コンプライアンスは、コーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、単に法令や社

内ルールの遵守にとどまらず、社会倫理や道徳を尊重する企業風土作りに努めております。

従って、公正かつ健全な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスの体制拡充を図るため、現状の体制

を採用しております。
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当社の会社の機関及び内部統制に係る組織体制は下表の通りです。

 

 

 

③　企業統治に関するその他の事項

イ　内部統制システムの状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基き、内部統制システム構築に関して、以下のとおり、業務の適正を

確保するための体制を整備するものとしております。

ａ．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために以下のような取組みをおこ

なっており、今後ともこれにかかる体制の整備を図っていくものとします。

・当社の取締役は、高い倫理観をもち、法令及び定款その他社内規程の順守はもとより、経営の健全性と透明

性を高めるための体制の構築について率先して行動をおこない、当社及び当社グループの構成員に向けて適

切な指揮、指導をおこなう。

・当社の取締役により構成される取締役会は、当社所定の「取締役会規則」にもとづき、法令及び定款にもと

づいた適正な運営をおこなう。

ｂ．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために以下のような取組みをおこ

なっており、今後ともこれにかかる体制の整備を図っていくものといたします。

・当社は、独立した内部監査として社長直轄の内部監査人を設置し、内部監査人は当社の内部監査システムに

おいて、コンプライアンス及び内部統制の観点から、モニタリング、指導、助言をおこなう重要な機能を担

う。内部監査人は、当社所定の「内部監査規程」に基づき、年度スケジュールにしたがって子会社を含めた

各部署の内部監査を実施し、法令及び定款その他社内規程等の順守についての指導を継続的におこない、コ

ンプライアンス及び内部統制が組織として機能していることの検証を実践する。

・コンプライアンス及び内部統制に係る業務指針となる社内規程については、関係法令の改正などにあわせ随

時加筆修正をおこなう。

ｃ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る重要文書等の情報の取り扱いは、取締役１名を担当責任者とし、「文書管理規

程」「内部情報管理規程」等の社内規程に従い、適切に保存及び管理をおこなうものといたします。

また、当該業務を、内部監査部門による内部監査の対象とし、業務の適正性確保のための継続的なモニタリ

ングをおこなうものといたします。

ｄ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、事業活動に伴う様々なリスクへの対応について、以下のような取組みをおこなっており、今後とも

これにかかる体制の整備を図っていくものといたします。

・社内規程等において、取締役及び使用人が適正なリスク管理の考え方に基づく行動をとるよう定め、これの

順守状況を内部監査人が監視、監督する体制を構築する。
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・重要なリスク情報は、月１回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会に報告される。また、取締

役ほか幹部社員で構成される幹部会においても、リスク情報について情報交換及び議論をおこなうことによ

りリスク管理体制の強化を図る。

・会社法務等に実績ある法律事務所と顧問契約を結び、随時法律顧問として法律問題全般にわたりアドバイス

を適時受けられる体制を設ける。

ｅ．取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制

当社グループは、重要な経営課題にあたって、取締役会における議論に先立ち、幹部社員で構成される幹部

会などを通じて活発に意見交換をおこなうなど、現場の業務執行について経営陣が迅速に情報共有、意思決定

をおこなうことのできる体制の整備を図っていくものといたします。

ｆ．監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び当該使

用人の取締役からの独立性に関する事項

当社は、現在、監査役の職務を補助する使用人を置いておりませんが、今後以下の方針により、当該使用人

の設置を検討いたします。

・監査役が監査業務を遂行するにあたって、その職務を補助する使用人を置くこと求めた場合、当社は、その

妥当性を考慮したうえで、これを置くことを認める。

・上記の場合に、監査役が指定する補助すべき期間中、指名された使用人への指揮権ほか、当該使用人の処

遇、待遇等にかかる権限を監査役会に委譲するものとし、当該使用人は取締役の指揮命令を受けない。

ｇ．取締役および使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

当社は、監査役機能の重要性を強く認識しており、当社の業務執行について厳正な監査を実施すべく、以下

の取組みを通じて、社内の重要事項についての報告を受けるべき体制の整備を図っていくものとします。

・監査役は、全ての取締役会及び重要な会議に随時出席し、また必要に応じて各取締役とのヒアリングを実施

することにより、取締役会及び各取締役の職務執行について随時報告及び情報提供を受ける。

・監査役は、会計監査人と、毎年の監査スケジュールに合わせて定期的に意見交換をおこなうなど、重要な会

計方針、会計基準及びその変更など、会計上の重要な課題について随時報告及び情報提供を受ける。

・監査役は、内部監査部門と、内部統制システムに係る活動状況について、適宜意見交換、情報共有をおこな

い連携を図る。

・監査役のうち１名は常勤とし、日常の業務運営の中で、適宜使用人から重要事項の報告を受けつける。

・上記のほか、取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて、経営上の課題、重大なリスク、子会社に関す

る重大な事項、重要な会議議事録その他の業務文書等について随時報告及び情報提供をおこなうものとす

る。

ｈ．その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制

当社は、監査役との対応について、管理部を所管部門とし、業務運営の状況、重要事項の報告等、緊密に連

絡をおこなうことにより、監査役の円滑な監査業務遂行をサポートするものといたします。また、当社は、今

後とも監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するため、取締役と監査役とが適宜意見交換をおこな

うなどして、必要な環境の整備を図っていくものといたします。

i．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子

会社の経営内容を把握します。

子会社の経営に関する重要事項は当社の経営会議および取締役会に付議します。

子会社における業務執行状況および決算などの財務状況に関する定期的な報告を受け、子会社の取締役等の

職務の執行が効率的に行われているか確認します。

ｊ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険料を全額会社負担とし、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受

けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとしております。

ｋ．責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低

責任限度額です。

当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低

責任限度額です。
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ｌ．取締役会の活動状況及び監査役会の活動状況

・取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を27回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとお

りであります。

氏　名 出席回数（回） （注）

サイモン・ゲロヴィッチ 27  

阿部　好見 27  

ドリュー・エドワーズ 25  

桑島　浩彰 21
2024年３月25日就任以降、当事業年度開催の取締

役会22回のうちの出席回数を記しております。

マーク・ユスコ 11
2024年６月28日就任以降、当事業年度開催の取締

役会14回のうちの出席回数を記しております。

タイラー・エヴァンス 14
2024年６月28日就任以降、当事業年度開催の取締

役会14回のうちの出席回数を記しております。

ベンジャミン・ツァイ 13
2024年６月28日就任以降、当事業年度開催の取締

役会14回のうちの出席回数を記しております。

衛藤　バタラ 13
2024年６月28日就任以降、当事業年度開催の取締

役会14回のうちの出席回数を記しております。

髙桑　昌也 25  

大橋　俊明 27  

保田　志穂 26  

社外取締役であったジェイソン・ファング氏は2024年10月15日付で辞任及びデビッド・スペンサー氏は

2024年12月18日付で退任しております。

氏　名 出席回数（回） （注）

ジェイソン・ファング ５

2024年６月28日就任以降、2024年10月15日付で辞

任するまでの当事業年度開催の取締役会14回のう

ちの出席回数を記しております。

デビッド・スペンサー 11

2024年12月18日付で辞任するまでの当事業年度開

催の取締役会24回のうちの出席回数を記しており

ます。

・監査役会の活動状況

当事業年度及び定時株主総会前2025年３月24日までにおいて当社は監査役会を11回開催しており、個々

の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏　名 出席回数（回）

髙桑　昌也 11

大橋　俊明 11

保田　志穂 11

 

当社は、当社グループの取締役および社員がコンプライアンス規程に従い、法令を遵守することを徹底しま

す。

当社は、相談・通報体制を設け、当社グループのコンプライアンス違反に関するリスクを未然に管理しま

す。

当社の監査役は子会社の監査役を兼ね、必要な監査を定期的に実施します。
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ロ　リスク管理体制の整備の状況

当社グループは、事業活動に伴う様々なリスクについて、毎月実施される取締役会及び幹部社員で構成され

る幹部会に報告され、リスク情報等の共有により内部管理体制の強化を図っております。実績ある法律事務所

と顧問契約を結び、当社法務担当役員について、随時法律顧問として法律問題全般にわたりアドバイスを適時

受けられる体制を設けております。

 

ハ　株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項及び理由

ａ．中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって毎年６月末日を基準日として中間

配当を行うことができる旨を定款に定めております。

ｂ．自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行す

ることを可能とするため、会社法第165条第２項に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の

株式を取得できる旨を定款で定めております。

 

ニ　取締役の定数

当社は、取締役を10名以内とする旨を定款で定めております。

 

ホ　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は累積投票によ

らない旨も定款に定めています。

 

ヘ　株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会特別決議の定足数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第２項に定め

る決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めています。

 

ト　取締役の責任の免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取

締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者も含む。）の責任を法令の限度において免

除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、その能力を

十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

チ　社外監査役の責任限定契約の内容

当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低

責任限度額です。

 

リ　ＩＲに関する活動状況

当社は、適時開示制度の趣旨を理解し、経営の透明性を確保するため、正確かつ迅速な情報開示に努めてお

ります。

また、法定開示事項はもとより、ニュースリリースなど発生事実についても、当社ウェブサイトで掲載でき

る体制を整備しております。

なお、当社のＩＲ活動は、情報取扱責任者が担当しており、取締役会、事業部門、経営管理部門と緊密に連

携し、正確かつ迅速な会計情報その他の情報開示の実施に努めております。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率16.7％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表
取締役
社長

サイモン・
ゲロヴィッチ

1977年４月28日生

2000年５月 米国ハーバード大学卒業

2000年９月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社

2007年４月 Evolution Capital Public Company Limited社　CEO

就任

2010年１月 Red Planet Hotels Limited Director

2013年４月 当社取締役

2015年10月 当社代表取締役会長

2017年６月 PT Red Planet Indonesia Tbk. Director

2022年３月 当社代表取締役社長（現任）

2022年10月 株式会社メタマーケット代表取締役（現任）

2022年10月 ウェン東京株式会社代表取締役（現任）
　

(注)3,5 1,411,640

取締役
COO

阿部　好見 1967年２月28日生

1989年 BBDO Asatsu America入社

1990年 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社　デリバティ

ブ部門

1994年 ゴールドマン・サックス証券　日本株部門

2018年 人材派遣会社共同創業

2021年 WealthConnect日本法人設立　COO

2023年１月 当社COO（現任）

2023年２月 当社取締役（現任）
　

(注)3 50,000

取締役
ドリュー・エ
ドワーズ

1971年４月２日生

1994年 Pfizer Pharmaceuticals Inc.入社

2001年 ノースウェスタン大学ケロッグ校にてMBA、ロースクー

ルにてJD取得

2000年 Lehman Brothers, Inc.　投資銀行部門

2002年 Mckesson Specialty Pharmaceuticals　経営企画部門

2005年 Taiyo Pacific Partners　日本中小株部門

2008年 Advisory Research, Inc.　ポートフォリオマネー

ジャー

2017年 Usonian Investments LLC　創設者兼CEO

2020年 Grantham Mayo Van Otterloo　日本株部門責任者（現

任）

2023年２月 当社取締役（現任）

　

(注)1,3 －

取締役 桑島　浩彰 1980年11月29日生

2003年５月 三菱商事㈱入社

2010年５月 ハーバード大学経営大学院およびケネ ディ行政大学

院共同学位プログラム修了(MBA/MPA)

2010年９月 ㈱ドリームインキュベータ入社

2012年４月 青山社中㈱　共同代表CFO就任

2016年４月 リンカーズ㈱　専務取締役（LINKERS INTERNATIONL

CORPORATION　代表取締役社長兼CEO）

2018年８月 カリフォルニア大学バークレー校　日本研究センター

客員研究員

2018年12月 ㈱K&アソシエイツ　代表取締役（現任）

2021年４月 カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院　

ハース・エグゼクティブ・フェロー（現任）

2021年10月 東京財団政策研究所　主席研究員（現任）

2024年３月 当社取締役（現任）
　

(注)1,3 －

取締役
マーク・ユス

コ
1963年５月９日生

1985年５月 ノートルダム大学理学部生物・化学科卒業

1987年５月 シカゴ大学ブース・スクール・オブ・ビジネス経営学

修士課程修了（MBA、ファイナンス／会計学

2004年７月 モルガン・クリーク・キャピタル・マネジメントLLC

CEO兼最高投資責任者（現任）

2018年７月 米国ノースカロライナ州チャペルヒル モーガン・ク

リーク・デジタル社マネージング・パートナー（現

任）

2024年６月 当社取締役（現任）

　

(注)1,3 750,000
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取締役
タイラー・エ
ヴァンス

1992年１月30日生

2014年５月 アラバマ大学化学・生物工学科卒業 化学工学専攻

2014年８月 BTC Inc.共同設立者（現任）

2019年９月 UTXO Management社 共同設立者兼マネージングパート

ナー（現任）

2023年９月 Unbroken Chain社ジェネラルパートナー（現任）

2024年６月 当社取締役（現任）

　

(注)1,3 －

取締役
ベンジャミ
ン・ツァイ

1973年１月19日生

1995年６月 カリフォルニア大学バークレー校卒業、材料科学・工

学学士号取得

2001年６月 UCLAアンダーソン・スクール・オブ・マネジメント

（MBA）卒業

2001年８月 メリルリンチ日本証券（バンク・オブ・アメリカ）ス

トラクチャード商品グループ アソシエイト～マネージ

ング・ディレクター

2011年５月 メリルリンチ・シンガポール証券会社（バンク・オ

ブ・アメリカ）チーフ・エグゼクティブ・オフィ

サー、コモディティ・デスク部長

2013年10月 アライアンス・バーンスタイン社 シニア・バイス・プ

レジデント、オルタナティブ投資アジア部門長

2017年１月 LAブロックチェーン・ラボ 共同設立者兼最高財務責任

者

2018年１月 カーディナル・マーク・インベストメンツ創業者（現

任）

2018年８月 Wave Digital Assets 共同創業者兼社長（現任）

2021年３月 Ziliqa Capital取締役（現任）

2021年９月 UCLAアンダーソン経営大学院暗号金融講師（現任）

2024年６月 当社取締役（現任）

　

(注)1,3 －

取締役 衛藤　バタラ 1979年12月27日生

2004年３月 拓殖大学コンピュータサイエンス卒業

2001年４月 株式会社ミクシィ 共同創業者兼最高技術責任者

2009年11月 East Ventures 共同創業者兼マネージング・パート

ナー（現任）

2024年６月 当社取締役（現任）

　

(注)1,3 944,820

取締役
リチャード・
キンケイド

1976年11月19日生

2000年６月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社

2003年１月 Speedwell Advisors.Ltd. CFO

2004年８月 Nezu Asia Capital Management Limited.社長兼COO

2011年１月 Nezu Asia Capital Management（Singapore）Pte.

Ltd.CEO兼COO

2017年８月 Nezu Asia Capital Limited 社長兼COO

2018年３月 ㈱ヘリオス 社外取締役

2019年７月 ㈱ヘリオス 取締役兼執行役 CFO（現任）

2019年10月 Healios NA 取締役

2020年８月 Healios NA 社長（現任）

2021年１月 Saisei Ventures LLC Board of Managers（現任）

2025年３月 当社取締役（現任）

　

(注)1,3 1,000

監査役 高桑　昌也 1977年10月27日生

2000年10月 会計士補登録

2000年10月 中央青山監査法人入所

2002年９月 金融庁入庁　証券取引特別調査官

2004年３月 公認会計士登録

2012年７月 税理士登録

2014年12月 当社監査役（現任）

2021年７月 適格機関投資家登録
　

(注)2,4 －
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監査役 大橋　俊明 1975年３月17日生

2003年10月 第二東京弁護士会登録

2003年10月 太陽法律事務所（現ポール・ヘイスティングス法律事

務所・外国共同事業） 入所（弁護士）

2005年11月 伊藤見富法律事務所（外国法共同事業モリソン・

フォースター外国法事務弁護士事務所） 入所（弁護

士）

2008年５月 米国南カリフォルニア大学法学修士課程（LL.M.）修

了

2008年９月 モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロ

サンゼルスオフィス勤務

2010年８月 米国カリフォルニア州弁護士登録

2013年２月 第一東京弁護士会に登録移転

2013年３月 尾崎法律事務所 入所（弁護士）

2015年５月 大橋法律事務所（外国法共同事業ウィーラー外国法律

事務所） 弁護士

2016年３月 当社監査役（現任）

2019年２月 寺本法律会計事務所　弁護士（現任）

2020年３月 Nexus Bank㈱社外取締役（現任）
　

(注)2,4 －

監査役 保田　志穂 1966年１月７日生

1988年４月 山一證券株式会社

1992年８月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社　デリバティ

ブ部門

2014年１月 弁護士登録（東京弁護士会）

2014年１月 安藤寿朗法律事務所 弁護士

2017年12月 Jeff Leong, Poon & Wong (Malaysia)

2019年11月 Kasame & Associates (Thailand)

2020年４月 桜田通り総合法律事務所 弁護士（現任）

2022年３月 DAIZ株式会社 社外監査役（現任）

2022年６月 東洋建設株式会社 社外監査役（現任）

2023年２月 当社監査役（現任）

　

(注)2,4 －

計 3,157,460

（注）１．取締役　ドリュー・エドワーズ、桑島浩彰、マーク・ユスコ、タイラー・エヴァンス、ベンジャミン・ツァイ、衛藤バタラ及び、

リチャード・キンケイドは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役　高桑昌也、大橋俊明及び保田志穂は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

５．当社は、保険料を全額会社負担とし、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、

被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を

保険者が填補することとしております。
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②　社外役員の状況

当社の社外取締役は７名、社外監査役は３名であります。

社外取締役及び社外監査役については、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はあり

ません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりま

す。

社外取締役のドリュー・エドワーズは、日本株に投資する株式ファンドを20年以上にわたり率いてきた経験があ

るため、日本企業への投資に豊富な経験を持ち、国内外の投資家が上場企業に期待する最高の水準を達成すること

を目指している当社の経営全般に助言をいただき、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与し、新規事業の立

ち上げについて当社に助言・提言を適宜行っております。

社外取締役の桑島浩彰は、企業経営及び学術分野において20年以上にわたる豊富な経験を有していることから、

事業構造の抜本的な改革を図る新規事業の立ち上げについて当社に助言・提言を適宜行っております。

社外取締役のマーク・ユスコは、投資戦略家としての卓越した経歴と、ブロックチェーンおよび暗号通貨投資を

従来のポートフォリオに統合する先駆的な取り組みを評価され取締役候補者に指名されました。Morgan Creek

Capital Managementの創設者として、同氏は世界の金融市場に対する深い理解と革新的な投資ソリューションへの

取り組みを示してきました。同氏のリーダーシップの下、2018年にMorgan CreekDigitalが設立され、デジタル資

産エコシステムに焦点を当てた一連のベンチャーキャピタルファンドが設立されました。同氏の経済動向に対する

洞察力と、ビットコインおよびその他の暗号通貨を多様化した投資戦略の一部として推奨する姿勢は、同氏の前向

きなアプローチを際立たせています。同氏の専門知識とビジョナリーなリーダーシップは当社に助言・提言を適宜

行っております。

社外取締役のタイラー・エヴァンスは、ビットコインおよび資産管理分野での重要な貢献とリーダーシップが評

価され取締役候補者に指名されました。Bitcoin Magazineの発行者およびBitcoin Conferenceシリーズの主催者で

あるBTCInc.の共同創設者として、同氏はビットコインエコシステムの形成において重要な役割を果たしてきまし

た。同氏の専門知識は、UTXO Managementの共同創設者兼マネージングパートナーとしての業務を通じてさらに具

現化されています。UTXO Managementでは、Bitcoin Ecosystem Fundおよび210k Capitalを指揮し、初期段階のベ

ンチャーキャピタルおよびオンチェーン流動性提供に焦点を当てています。同氏のビットコイン業界に関する深い

知識と戦略的ビジョンは当社に助言・提言を適宜行っております。

社外取締役のベンジャミン・ツァイは、金融およびデジタル資産分野での豊富な経験とリーダーシップが評価さ

れ取締役候補者に指名されました。Wave Digital Assetsの創設者兼社長として、デジタル資産管理における革新

的なリーダーシップを発揮してきました。同氏のキャリアには、メリルリンチ日本証券でのマネージングディレク

ターやメリルリンチシンガポールコモディティーズでのCEOといった重要な役職が含まれており、ストラクチャー

ドプロダクトおよびコモディティの専門知識を有しています。さらに、Alliance BernsteinおよびLABlockchain

Labでの役割は、代替投資およびブロックチェーン技術に関する幅広い知識を活用しています。同氏の戦略的ビ

ジョンと包括的な業界経験は当社に助言・提言を適宜行っております。

社外取締役の衛藤バタラは、起業家およびベンチャーキャピタリストとしての顕著な業績が評価され取締役候補

者に指名されました。日本初のソーシャルネットワーキングサービスであるMixiの共同創設者として、デジタルコ

ミュニケーションの分野で革新と変革を遂げる能力を示してきました。インドネシアと日本のスタートアップを支

援するトップベンチャーキャピタル企業であるEast Venturesでのリーダーシップは、技術進歩を推進するための

戦略的ビジョンと専門知識をさらに強調しています。同氏の豊富な経験と洞察力は当社に助言・提言を適宜行って

おります。

社外取締役のリチャード・キンケイドは、金融分野での豊富な経験とリーダーシップ、上場企業での取締役経験

があり、当社の上場企業としてのガバナンスや取締役会の運営に適任であると考え、今後当社のコーポレート・ガ

バナンス強化に寄与していただくためです。

社外監査役の高桑昌也は、財務及び会計に関する豊富な経験と知見をもとに、取締役会の決定の妥当性・適正性

を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監

査について適宜必要な助言を行っております。

社外監査役の大橋俊明及び保田志穂は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確

保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査に

ついて適宜、必要な助言を行っております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を

受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っておりま

す。
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（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

　当社は、監査役会設置会社としており、提出日現在、監査役会は３名で構成されており、全３名が社外監査役で

あり、そのうち１名は常勤監査役です。常勤監査役の１名は公認会計士の資格を有しており、専門的見地から監査

をおこなっております。監査役は、監査役会のほか、取締役会に随時出席し、各取締役の職務執行について厳正な

監査を実施しております。

　監査役監査については、当期において監査役会を10回開催、2025年１月１日から定時株主総会前2025年３月24日

まで１回開催しているほか、監査役は、取締役会及び重要な会議に随時出席し、各取締役の職務執行について厳正

な監査を実施しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は、定期的に意見交換をおこない連携を図

ることにより、業務及び会計における課題の改善や、内部統制及びコンプライアンスの実効性の向上を目指してお

ります。

　なお、個々の監査役の活動状況は次のとおりであります。

氏名 活動状況

社外監査役 髙桑　昌也

当事業年度及び定時株主総会前2025年３月24日の監
査役会11回の全てに出席いたしました。財務及び会
計に関する豊富な経験と知見をもとに、監査役会に
おいて、当社の経理システム並びに内部監査につい
て適宜必要な助言を行っております。

社外監査役 大橋　俊明

当事業年度及び定時株主総会前2025年３月24日の監
査役会11回の全てに出席いたしました。弁護士とし
ての専門的見地から、監査役会において、当社の経
理システム並びに内部監査について適宜、必要な助
言を行っております。

社外監査役 保田　志穂

当事業年度及び定時株主総会前2025年３月24日の監
査役会11回の全てに出席いたしました。弁護士とし
ての専門的見地から、監査役会において、当社の経
理システム並びに内部監査について適宜、必要な助
言を行っております。

 

②　内部監査の状況

　当社は、独立した内部監査部門として、社長直轄の内部監査人を配置しております。内部監査人は、年度スケ

ジュールにしたがって子会社を含めた各部署の内部監査を実施し、法令及び社内規程等の順守についての指導を継

続的におこない、内部統制が組織として機能していることの検証を実践しております。なお、内部統制に係る業務

指針となる社内規程については、内部監査人の指導のもと、関係法令の改正にあわせ随時加筆修正をおこなってお

ります。

 

③　会計監査の状況

ａ. 監査法人の名称

監査法人やまぶき

ｂ. 継続監査期間

９年間

ｃ. 業務を執行した公認会計士

指定社員　業務執行社員　　西岡　朋晃

指定社員　業務執行社員　　内海　慎太郎

ｄ. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、その他２名であります。

ｅ. 監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定方法としては、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度

等を総合的に勘案し、検討した結果で適否を判断しております。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提

出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目等に該当すると認められる場合は、

監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最

初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役

等の実務指針」を参考に、経営陣から会計監査人の活動実態やその独立性・専門性について報告、聴取するほ

か、自ら事業年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告、現場立ち会いを行い、会計監査人が監査

品質を維持し適切に監査しているか評価しております。
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④　監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 28,300 － 25,200 －

連結子会社 － － － －

計 28,300 － 25,200 －

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a.を除く）

該当事項はありません。

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

合理的監査日数等を勘案したうえで決定しております。

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意をし

た理由は、会計監査人から説明を受けた監査計画に係る監査日数等から見積もられた報酬額の算出根拠等につい

て確認し、審議した結果、監査業務と報酬の対応関係は適切であると判断したためであります。

 

（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　役員の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の役員の職責や貢献、会

社の業績等を勘案して決定しており、決定方法は、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会

の決議によっております。

　取締役の報酬額限度は（2000年11月28日　第２期定時株主総会決議）年額200,000千円、監査役の報酬限度額は

（2000年11月28日　第２期定時株主総会決議）年額50,000千円であります。

 

②　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

60,903 60,903 － － － 4

監査役
(社外監査役を除く。)

－ － － － － －

社外役員 10,800 10,800 － － － 3

（注）１．取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．期末現在の人員数は取締役８名及び監査役３名であります。

３．支給人員には当事業年度中に退任した取締役２名を含めております。

 

③　役員ごとの連結報酬等の総額等

　報酬総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　該当事項はありません。
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（５）【株式の保有状況】

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 1 73,654

非上場株式以外の株式 － －

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（千円）

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 1 13,680 純投資

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（千円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 1 14,534

 

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額の資本金額の

100分の１を超える銘柄

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社
の株
式の
保有
の有
無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

Mercury Digital

Assets

Technologies Inc.

－ －

Web 3及びメタバースにかかる企業及びプロジェ

クト並びにデジタル資産としての投資。定量的な

保有効果については、記載が困難であります。保

有の合理性は、保有目的が適切か、取引関係等に

より便益があるか等を検証の上、判断しておりま

す。

無

73,654 73,654

（注）議決権行使権限の対象となる株式数を記載しております。

銘柄

当事業年度

受取配当金の
合計額（千円）

売却損益の
合計額（千円）

評価損益の
合計額（千円）

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 － － －

 

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。
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第５【経理の状況】
１　連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2024年１月１日から2024年12月31日ま

で）の連結財務諸表及び事業年度（2024年１月１日から2024年12月31日まで）の財務諸表について、監査法人やまぶき

による監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握できる体制を整備するため、専門誌の定期購読や監査法人等が行うセミナーに参加しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2023年12月31日)

当連結会計年度
(2024年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 553,175 294,222

売掛金 23,306 32,140

原材料及び貯蔵品 375 479

預け金 1,234 2,322,129

その他 27,389 42,590

貸倒引当金 △6,067 △6,067

流動資産合計 599,412 2,685,494

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 95,168 ※２ 106,281

土地 866,619 ※２ 866,619

その他（純額） 13,200 2,510

有形固定資産合計 ※1 974,988 ※1 975,411

無形固定資産   

その他 － 76,730

無形固定資産合計 － 76,730

投資その他の資産   

ビットコイン － 26,348,999

繰延税金資産 － 5,678

その他 531,809 478,443

貸倒引当金 △440,073 △359,762

投資その他の資産合計 91,736 26,473,358

固定資産合計 1,066,724 27,525,500

繰延資産   

株式交付費 － 114,817

繰延資産合計 － 114,817

資産合計 1,666,137 30,325,812
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2023年12月31日)

当連結会計年度
(2024年12月31日)

負債の部   

流動負債   

１年内償還予定の社債 － ※２ 11,250,000

未払法人税等 19,558 19,338

その他 358,566 124,605

流動負債合計 378,125 11,393,943

固定負債   

長期借入金 130,501 －

退職給付に係る負債 5,423 7,936

繰延税金負債 － 1,958,090

固定負債合計 135,924 1,966,026

負債合計 514,049 13,359,970

純資産の部   

株主資本   

資本金 575,000 0

資本剰余金 △2,512,667 8,175,931

利益剰余金 3,207,328 9,012,687

自己株式 △139,463 △248,862

株主資本合計 1,130,197 16,939,756

新株予約権 21,890 26,086

純資産合計 1,152,087 16,965,842

負債純資産合計 1,666,137 30,325,812
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2023年１月１日
　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度
(自　2024年１月１日
　至　2024年12月31日)

売上高 261,633 1,062,283

売上原価 49,943 66,094

売上総利益 211,690 996,188

販売費及び一般管理費 ※１ 679,760 ※１ 645,784

営業利益又は営業損失（△） △468,070 350,403

営業外収益   

ビットコイン評価益 － 5,457,619

その他 75,285 193,202

営業外収益合計 75,285 5,650,822

営業外費用   

支払利息 19,072 1,602

株式交付費償却 － 6,429

その他 2,853 －

営業外費用合計 21,925 8,032

経常利益又は経常損失（△） △414,710 5,993,193

特別利益   

固定資産売却益 ※２ 254,754 －

新株予約権戻入益 4,632 －

債務免除益 － ※３ 400,591

特別利益合計 259,387 400,591

特別損失   

固定資産除却損 180 －

固定資産売却損 ※４ 37,571 －

減損損失 ※５ 61,812 －

投資有価証券評価損 124,765 －

関係会社整理損 ※６ 303,092 －

特別損失合計 527,421 －

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）
△682,745 6,393,785

法人税、住民税及び事業税 1,178 1,530

法人税等調整額 － 1,952,411

法人税等合計 1,178 1,953,941

当期純利益又は当期純損失（△） △683,923 4,439,843

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△）
△683,923 4,439,843
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【連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2023年１月１日
　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度
(自　2024年１月１日
　至　2024年12月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） △683,923 4,439,843

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 51,284 －

その他の包括利益合計 51,284 －

包括利益 ※ △632,639 ※ 4,439,843

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △632,639 4,439,843
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 0 △3,087,667 3,891,251 △139,414 664,170

当期変動額      

新株の発行 575,000 575,000   1,150,000

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

  △683,923  △683,923

自己株式の取得    △48 △48

連結除外による利益剰余金
の減少額      

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 575,000 575,000 △683,923 △48 466,027

当期末残高 575,000 △2,512,667 3,207,328 △139,463 1,130,197

 

     

 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
 為替換算調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 △51,284 △51,284 4,632 617,518

当期変動額     

新株の発行    1,150,000

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

   △683,923

自己株式の取得    △48

連結除外による利益剰余金
の減少額     

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

51,284 51,284 17,257 68,541

当期変動額合計 51,284 51,284 17,257 534,569

当期末残高 － － 21,890 1,152,087
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当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 575,000 △2,512,667 3,207,328 △139,463 1,130,197

当期変動額      

減資 △6,329,525 6,329,525   －

欠損填補  △1,395,452 1,395,452  －

新株の発行 5,754,525 5,754,525   11,509,051

親会社株主に帰属する当期
純利益   4,439,843  4,439,843

自己株式の取得    △109,399 △109,399

連結除外による利益剰余金
の減少額   △29,936  △29,936

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 △575,000 10,688,598 5,805,359 △109,399 15,809,558

当期末残高 0 8,175,931 9,012,687 △248,862 16,939,756

 

     

 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
 為替換算調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 － － 21,890 1,152,087

当期変動額     

減資    －

欠損填補    －

新株の発行    11,509,051

親会社株主に帰属する当期
純利益    4,439,843

自己株式の取得    △109,399

連結除外による利益剰余金
の減少額    △29,936

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

  4,196 4,196

当期変動額合計 － － 4,196 15,813,754

当期末残高 － － 26,086 16,965,842
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2023年１月１日
　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度
(自　2024年１月１日
　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△）
△682,745 6,393,785

減価償却費 41,601 16,384

減損損失 61,812 －

投資有価証券評価損 124,765 －

ビットコイン評価損益（△は益） － △5,457,619

関係会社整理損 303,092 －

固定資産売却損益（△は益） △217,183 －

長期前払費用償却額 8,663 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △339 2,512

受取利息及び受取配当金 △7 △159

支払利息 19,072 1,602

債務免除益 － △400,591

新株予約権戻入益 △4,632 －

売上債権の増減額（△は増加） △6,080 △8,834

棚卸資産の増減額（△は増加） 761 △104

その他 △184,032 79,147

小計 △535,253 626,122

利息及び配当金の受取額 7 159

利息の支払額 △33,940 △1,602

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,338 △1,090

営業活動によるキャッシュ・フロー △571,525 623,589

投資活動によるキャッシュ・フロー   

ビットコインの取得による支出 － △20,907,417

有形固定資産の取得による支出 △137,818 △16,163

有形固定資産の売却による収入 1,799,364 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入
※２ 892,940 －

無形固定資産の取得による支出 △21,430 △76,730

短期貸付けによる支出 △1,800 －

預け金の増減額（△は増加） △1,234 △2,322,129

その他 △196,891 △130,547

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,333,129 △23,452,988
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  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2023年１月１日
　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度
(自　2024年１月１日
　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △501,887 －

長期借入金の返済による支出 △2,085,643 △53,465

社債の発行による収入 200,000 12,250,000

社債の償還による支出 △200,000 △1,000,000

株式の発行による収入 1,150,000 11,509,051

新株予約権の発行による収入 23,690 －

自己株式の取得による支出 － △109,399

その他 △1,848 △25,740

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,415,689 22,570,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 345,914 △258,953

現金及び現金同等物の期首残高 207,260 553,175

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 553,175 ※１ 294,222
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。
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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　　　　　　3社

連結子会社の名称　　主要な子会社名は、「第１　企業の概況　４．関係会社の状況」に記載しているた

め、省略しております。

なお、前連結会計年度において連結子会社でありました、

株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン

上の１社に付きましては、2024年６月５日付で破産手続開始決定がされたことに伴い、当連結会計年度末

に連結の範囲から除外しております。

 

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

３．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法によっております。

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

原材料及び貯蔵品　　　主として総平均法

③　暗号資産

活発な市場が存在するもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は当期の損益として処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法（1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　・・・・・・・・３～39年

その他・・・・・・・・・・・・・２～18年

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

 

(3）重要な引当金の計上基準

　貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

 

(4）退職給付に係る会計処理の方法

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付見込額に基づき当連結会計年度末に

発生していると認められる額を計上しております。
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(5）重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループの収益および費用の計上基準は、事業ごとの特性に応じて適切 に定めております主要な事

業ごとの計上基準は以下のとおりであります。

①　ビットコイントレジャリー事業

本事業においては、プットオプション取引を通じて収益を得ております。収益は、オプションプレミア

ムの受領時または契約条件に基づく適切な時点で計上いたします。一方、当該取引に関連する費用につ

いては、発生時に費用として認識いたします。

②　ホテル事業

当社グループは、主に宿泊及びこれに付随するホテルサービスを国内外の顧客に対して提供しており、

顧客にサービスを提供した時点及び商品を引き渡した時点でこれらの履行義務が充足されることから、

当該時点で収益を認識しております。

 

(6）重要な外貨建資産および負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、当連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

 

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許資金、要求払預金及び取得日から３か月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。

 

(8）その他連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

　繰延資産の処理方法

株式交付費　　　　　　　　　　３年間の定額法によって償却しております。

（追加情報）

従来は株式交付費を一時の財務基盤増強や運転資金の確保のための資金調達のための増資であった

ことから支出時に全額費用として処理しておりましたが、当連結会計年度より、定額法（３年）に

より償却しております。これは、当連結会計年度の株式交付においては、長期的な財務基盤の強化

及びビットコインを実際に長期保有することを増資の目的としていることによるものであります。
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（重要な会計上の見積り）

（固定資産の評価に関する会計上の見積り）
１．当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産 974,988 975,411

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

当社グループは、ホテル事業を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位とし、本社費用配賦後

のホテル業の営業損益が２期連続してマイナスとなった場合等に減損の兆候を識別しております。また、減

損の兆候に該当したホテル事業について、当該ホテル事業から得られる割引前将来キャッシュ・フロー合計

が当該ホテル事業に係る固定資産の帳簿価額を下回る場合に、その回収可能価額（正味売却価額又は使用価

値のいずれか高い方の金額）が固定資産の帳簿価額を下回る金額を減損損失としております。この回収可能

価額のうち使用価値は、ホテル事業の割引前将来キャッシュ・フローの見積り及び当該見積りに用いた複数

の仮定に基づいており、正味売却価額は、社外の専門家による不動産鑑定評価額等に基づく価額を基礎とし

て算定しております。当連結会計年度において使用価値が固定資産の帳簿価額を下回ったものの、正味売却

価額が固定資産の帳簿価額を上回ったため、減損損失を計上しておりません。

②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

正味売却価額の算定における主要な仮定には、割引率、客室単価、稼働率、賃料、不動産市況の動向等を

勘案の上策定されております。

③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

当該見積りは、当連結会計年度末時点で入手可能な情報に基づいており、見積りの前提とした条件や仮定

に変更が生じた場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、固定資産の評価金額に重要な影響を与える

可能性があります。

 

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。
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（表示方法の変更）

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「預け金」は、金額的重要性が増したた

め、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会

計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた28,623千

円は、「預け金」1,234千円、「その他」27,389千円として組み替えております。

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「有形固定資産」の「建設仮勘定」は、重要性が乏しい

ため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前

連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「有形固定資産」に表示していた「建設仮勘定」

12,408千円及び「その他」792千円は、「その他」13,200千円として組み替えております。

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「投資有価証券」、「長期貸付

金」及び「長期未収入金」は、重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しておりま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「投資有価証

券」73,654千円、「長期貸付金」80,310千円、「長期未収入金」359,762千円及び「その他」18,081千円は、

「その他」531,809千円として組み替えております。

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払金」は、重要性が乏しいため、当

連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計

年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「未払金」298,787千

円及び「その他」59,779千円は、「その他」358,566千円として組み替えております。

 

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取利息」及び「為替差益」は、重

要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映さ

せるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取利息」７千

円、「為替差益」65,520千円及び「その他」9,757千円は、「その他」75,285千円として組み替えておりま

す。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益

（△は益）」は、重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示

方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」に表示していた「為替差損益（△は益）」△66,377千円及び「その他」△184,240千円は、「その他」

△184,032千円として組み替えております。

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証

券の取得による支出」及び「敷金及び保証金の差入による支出」は、重要性が乏しいため、当連結会計年度よ

り「その他」に含めて表示しております。

また、前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「預け

金の増減額（△は増加）」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしており

ます。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」に表示していた「投資有価証券の取得による支出」△198,420千円、「敷金及び保証金の差入による支

出」△2,000千円及び「その他」2,294千円は、「預け金の増減額（△は増加）」△1,234千円及び「その他」

△196,891千円として組み替えております。
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（追加情報）

（資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱いの適用）

当社は、「資金決済法における暗号資産の会計処理等に関する当面の取扱い」（実務対応報告第38号　2018

年３月14日）に従った会計処理を行っております。暗号資産に関する注記は以下のとおりであります。

(1) 暗号資産の連結貸借対照表計上額

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）

当連結会計年度

（2024年12月31日）

保有する暗号資産 －千円 26,348,999千円

合計 －千円 26,348,999千円

 

(2) 保有する暗号資産の種類ごとの保有数量及び連結貸借対照表計上額

①　活発な市場が存在する暗号資産

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）

当連結会計年度

（2024年12月31日）

ビットコイン －BTC －千円 1,761.987298BTC 26,348,999千円

合計 －BTC －千円 1,761.987298BTC 26,348,999千円

②　活発な市場が存在しない暗号資産

該当事項はありません。
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（連結貸借対照表関係）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）
当連結会計年度

（2024年12月31日）

有形固定資産の減価償却累計額 262,893千円 277,437千円

 

※２．担保に供している資産及び担保に係る債務
前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）
　該当事項はありません。
 
当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）
①担保に供している資産
建物及び構築物（純額）　　　　　　　　　　　106,281千円
土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　866,619千円
　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　972,900千円

②担保にかかわる債務
１年内償還予定の社債　　　　　　　　　　　1,750,000千円
　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　1,750,000千円

 

　３．保証債務
前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）
　該当事項はありません。
 
当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）
　第３回普通社債（保証付）EVO FUNDに対して発行した社債であり、当社代表取締役社長であるサイモ
ン・ゲロヴィッチによる保証が付されております。
　本保証契約に基づき現在及び将来発生する社債権者の保証人に対する一切の金銭債権を担保するため
に、当社の完全子会社であるウェン東京株式会社が保有するホテルロイヤルオーク五反田の土地及び建物
に、第一順位抵当権が設定されています。

 

（連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。

 
　前連結会計年度

（自　2023年１月１日
　　至　2023年12月31日）

　当連結会計年度
（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

給与手当 97,756千円 84,103千円

減価償却費 41,601千円 16,384千円

役員報酬 88,096千円 71,703千円

支払報酬 62,799千円 73,581千円

 

※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当連結会計年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

信託建物及び構築物 246,055千円 －千円

信託土地 8,699千円 －千円

計 254,754千円 －千円

 

※３．債務免除益の内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日至　2024年12月31日）

当社連結子会社であった株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパンの会社清算によるものであ
ります。

 

※４．固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）

当社連結子会社である株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパンが運営していた「レッドプラ
ネット札幌すすきの南」の有形固定資産（その他）の分であります。
 

当連結会計年度（自　2024年１月１日至　2024年12月31日）

該当事項はありません。
 

 

 

EDINET提出書類

株式会社メタプラネット(E02978)

有価証券報告書

 65/121



※５．減損損失

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失（61,812千円）として特別

損失に計上しました。

（減損損失を認識した資産グループの概要および減損損失の金額）

場所 主な用途 種類
減損損失
（千円）

日本
(ウェン東京株式会社)

Web3及びメタバース関連事業等 建設仮勘定 32,939

日本
(株式会社メタマーケット)

Web3及びメタバース関連事業等
ソフトウエア

仮勘定
28,872

（グルーピングの方法）

当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローを生み出す最小単位を基礎として、

事業又はホテルごとに資産のグルーピングを行っております。

（経緯）

予定以上にシステム開発に時間を要しており、将来の収益及び利益獲得が不透明であることから、当連

結会計年度において株式会社メタマーケット及びウェン東京株式会社のWeb3及びメタバース関連事業等に

関連する固定資産について減損処理を行い、特別損失に計上しております。

（回収可能価格の算定方法）

減損損失の測定に使用した回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フ

ローが見込まれないため、零として評価しております。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

該当事項はありません。

 

※６．関係会社整理損の内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）

当社連結子会社であるRed Planet Hotels Manila Corporationの株式の売却取引に関連して発生した損

失を計上したものであります。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日至　2024年12月31日）

該当事項はありません。
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（連結包括利益計算書関係）

※その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額

 
前連結会計年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当連結会計年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

為替換算調整勘定   

当期発生額 51,284千円 －千円

その他の包括利益合計 51,284千円 －千円

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式     

普通株式（注）１ 57,192,187 57,500,000 － 114,692,187

合　計 57,192,187 57,500,000 － 114,692,187

自己株式     

普通株式（注）２ 20,095 1,630 － 21,725

合　計 20,095 1,630 － 21,725

（注）１．2023年２月８日を払込期日とする公募による新株式発行による増資により、発行済株式総数は

57,500,000株増加しております。

２．単元未満株式の買い取りにより、自己株式が増加しております。

 

２．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出
会社

2015年第三者割当
による新株予約権
（2015年３月12日
発行）（注）２

普通株式 545,000 － 545,000 － －

提出
会社

第９回新株予約権
（2023年２月８日
発行）（注）３

普通株式 － 67,000,000 － 67,000,000 15,410

提出
会社

第10回新株予約権
（2023年２月８日
発行）（注）３

普通株式 － 46,000,000 － 46,000,000 6,480

合計 545,000 113,000,000 545,000 113,000,000 21,890

（注）１．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載してお

ります。

２．2015年３月12日発行の新株予約権の減少は、株式の失効によるものであります。

３．2023年２月８日発行の新株予約権の増加は、第三者割当による新株予約権の発行による増加でありま

す。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式     

普通株式
（注）１、２、３

114,692,187 85,099,116 163,522,969 36,268,334

合　計 114,692,187 85,099,116 163,522,969 36,268,334

自己株式     

普通株式（注）４ 21,725 95,013 20,940 95,798

合　計 21,725 95,013 20,940 95,798

（注）１．2024年６月28日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効

力発生日（2024年８月１日）をもって10株を１株に株式併合しております。これに伴い発行済株式総数

が163,522,969株減少しております。

２．2022年12月28日開催取締役会において、第９回新株予約権を発行することを決議し、当連結会計年度で

67,000,000株を行使しております。これに伴い発行済株式総数が67,000,000株増加しております。

３．2024年８月６日開催取締役会において、第11回新株予約権を発行することを決議し、当連結会計年度で

18,099,116株を行使しております。これに伴い発行済株式総数が18,099,116株増加しております。

４．単元未満株式の買い取りにより自己株式が増加、株式併合により自己株式が減少しております。

 

２．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出
会社

第９回新株予約権
（2023年２月８日
発行）（注）３

普通株式 6,700,000 － 6,700,000 － －

提出
会社

第10回新株予約権
（2023年２月８日
発行）

普通株式 4,600,000 － － 4,600,000 8,280

提出
会社

第11回新株予約権
（2024年８月６日
発行）（注）４

普通株式 － 18,099,116 18,099,116 － －

提出
会社

第12回新株予約権
（2024年11月28日
発行）（注）５

普通株式 － 2,900,000 － 2,900,000 17,806

合計 11,300,000 20,999,116 24,799,116 7,500,000 26,086

（注）１．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載してお

ります。

２．2024年８月１日をもって10株を１株に株式併合しており、当該株式併合後の金額を記載しております。

３．2023年２月８日発行の新株予約権の減少は新株予約権の行使による減少であります。

４．2024年８月６日発行の新株予約権の増加は、第三者割当による新株予約権の発行及び行使による減少で

あります。

５．2024年11月28日発行の新株予約権の増加は、第三者割当による新株予約権の発行による増加でありま

す。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであ

ります。

 
前連結会計年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当連結会計年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

現金及び預金勘定 553,175千円 294,222千円

預入期間が３か月を超える定期預金 －千円 －千円

現金及び現金同等物 553,175千円 294,222千円

 

※２．当連結会計年度に株式を譲渡したことにより連結子会社でなくなった会社の資産および負債の内訳

前連結会計年度(自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)

　株式の譲渡によりRed Planet Hotels Manila Corporationは、連結子会社でなくなったため、当連結会

計年度より連結の範囲から除外しております。連結の範囲から除外したことにより減少した資産及び負債

の金額並びに株式及び債権の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。

流動資産 292,992 千円

固定資産 2,598,446  

　資産合計 2,891,439  

流動負債 709,774  

固定負債 3,082,806  

　負債合計 3,792,580  

譲渡債権 2,112,114  

関係会社整理損 △303,092  

　株式及び債権の売却額 907,879  

現金及び現金同等物 △14,939  

　差引：売却による収入 892,940  

 

当連結会計年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社メタプラネット(E02978)

有価証券報告書

 69/121



（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、主にビットコインの取得及び設備投資を含めた事業計画遂行のための、必要な資金（主

に社債の発行や新株予約権の発行等）を調達しております。デリバティブについては、ビットコイントレ

ジャリー事業及び借入金利や為替変動リスクを回避する目的以外での投機的な取引は行わない方針でありま

す。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金及び長期未収入金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。当該リス

クに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、適切な債権管理を実施する体制としております。

営業債務である未払金は、１年以内の支払期日であります。資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支

払いを実行できなくなるリスク)については、資金繰り計画を作成・更新し、手許流動性の維持等により流

動性リスクを管理しております。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、各事業部門における営業管理部が主要

な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等

の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程

に準じて、同様の管理を行っております。

当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借対照表価

額により表されております。

② 市場リスク（為替等の変動リスク）の管理

当社は、為替等の変動リスクについて、市況の変動状況を継続的にモニタリングしております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、管理部が、各部門からの報告等に基づき支払に係る情報を把握し、現金及び預金等の当座資産を

勘案した上で、毎月担当役員に報告すること等により流動性リスクを管理しております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2023年12月31日）

 
連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）長期貸付金 80,310   

貸倒引当金（注２） △80,310   

 － － －

(2）長期未収入金 359,762   

貸倒引当金（注２） △359,762   

 － － －

資産計 － － －

(1）長期借入金 130,501 130,501 －

負債計 130,501 130,501 －

（注１）「現金及び預金」、「売掛金」及び「未払金」については、現金であること、または短期間で決済されるため時価が帳簿

価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注２）「長期貸付金」及び「長期未収入金」については、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（注３）市場価格のない株式等は含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は73,654千円であります。

なお、当連結会計年度において、非上場株式について124,765千円の減損処理を行っております。

 

当連結会計年度（2024年12月31日）

 
連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）その他（長期未収入金） 359,762   

貸倒引当金（注２） △359,762   

 － － －

資産計 － － －

（注１）「現金及び預金」、「売掛金」、「1年内償還予定の社債」及び「未払金」については、現金であること、または短期間で

決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注２）連結貸借対照表において、投資その他の資産のその他に含まれている「長期未収入金」については、個別に計上している貸倒

引当金を控除しております。

（注３）市場価格のない株式等は、含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は73,654千円であります。

 

 

EDINET提出書類

株式会社メタプラネット(E02978)

有価証券報告書

 71/121



（注４）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2023年12月31日）

（単位：千円）
 

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 553,175 － － －

売掛金 23,306 － － －

合計 576,481 － － －

 

当連結会計年度（2024年12月31日）

（単位：千円）
 

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 294,222 － － －

売掛金 32,140 － － －

合計 326,363 － － －

 

（注５）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2023年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 － － － － － －

合計 － － － － － －

（注）　返済時期が合理的に見込めない長期借入金130,501千円については、上表には含めておりません。

 

当連結会計年度（2024年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

1年内償還予定の社債 11,250,000 － － － － －

合計 11,250,000 － － － － －
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2023年12月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

その他（長期未収入金） － － － －

長期借入金 － 130,501 － 130,501

 

当連結会計年度（2024年12月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

その他（長期未収入金） － － － －

(注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

　　　その他（長期未収入金）

　　　　時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、レベル２の時価に分類して

おります。

　　　長期借入金

　　　　長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いて算定する方法によっております。レベル２の時価に分類しております。

 

（退職給付関係）

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ストック・オプション等関係）

１．権利不行使による失効により利益として計上した金額

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当連結会計年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

新株予約権戻入益 4,632 －
 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 

第10回新株予約権

2022年12月28日　　取締役会決議

2023年２月７日臨時株主総会承認

付与対象者の区分及び人数（注）２
当社取締役  ２名

当社従業員  ５名

株式の種類別のストック・オプションの数

（注）１、３
普通株式 4,600,000株

付与日 2023年２月８日

権利確定条件

第４提出会社の状況　（２）新株予約

権等の状況　①ストック・オプション

制度の内容　参照

権利行使期間
2026年２月８日（当日を含む。）から

2033年２月７日（当日を含む。）

（注）１　株式数に換算して記載しております。

２　付与対象者の区分及び人数は、付与時の区分及び人数であります。

３　2024年８月１日をもって10株を１株に株式併合しており、当該株式併合後の数値を記載しており

ます。

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（2024年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 

第10回新株予約権

2022年12月28日　　取締役会決議

2023年２月７日臨時株主総会承認

権利確定前（株）  

前連結会計年度末 4,600,000

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 4,600,000

権利確定後（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

（注）　2024年８月１日をもって10株を１株に株式併合しており、当該株式併合後の数値を記載しておりま

す。
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②　単価情報

 

第10回新株予約権

2022年12月28日　　取締役会決議

2023年２月７日臨時株主総会承認

権利行使価格（円） 100

行使時平均株価（円） －

付与日における公正な評価単価（円） 180

（注）　2024年８月１日をもって10株を１株に株式併合しており、当該株式併合後の数値を記載しておりま

す。
 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。
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（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）
当連結会計年度

（2024年12月31日）

(繰延税金資産)   

貸倒引当金 136,629千円 126,538千円

投資有価証券評価損 48,590千円 54,880千円

繰越欠損金（注２） 4,116,768千円 4,329,245千円

その他 54,309千円 58,858千円

繰延税金資産小計 4,356,298千円 4,569,523千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注２） △4,116,768千円 △4,324,130千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △239,530千円 △239,713千円

評価性引当額小計（注１） △4,356,298千円 △4,563,844千円

繰延税金資産合計 －千円 5,678千円

(繰延税金負債)   

ビットコイン評価益 －千円 1,958,090千円

繰延税金負債合計 －千円 1,958,090千円

繰延税金資産又は負債（△）の純額 －千円 △1,952,411千円

（注１）評価性引当額の変動の主たる要因は税務上の繰越欠損金の増加によるものであります。

（注２）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

 

前連結会計年度（2023年12月31日）

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越

欠損金（注）
－ 33,567 287,183 83,145 26,316 3,686,555 4,116,768

評価性引当額 － △33,567 △287,183 △83,145 △26,316 △3,686,555 △4,116,768

繰延税金資産 － － － － － － －

（注）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

当連結会計年度（2024年12月31日）

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越

欠損金（注）
22,747 290,608 71,200 － 90,078 3,854,610 4,329,245

評価性引当額 △22,747 △290,608 △71,200 － △90,078 △3,849,495 △4,324,130

繰延税金資産 － － － － － 5,115 5,115

（注）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）

 

 

当連結会計年度

（2024年12月31日）

法定実効税率

税金等調整前当期純損

失を計上しているた

め、記載を省略してお

ります。

 34.6％

（調整）   

住民税均等割等  0.0

評価性引当額の増減  3.5

税率変更による差異  △6.8

その他  △0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率  30.6

 

３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

当連結会計年度中に行った減資に伴い、外形標準課税の適用対象外となったことから、税効果会計におい

て適用する法定実効税率が変更しております。繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税

率は、前連結会計年度の計算において使用した30.6％から2025年1月1日以降に開始する連結会計年度に解消

が見込まれる一時差異等については34.6％となります。この変更により当連結会計年度の繰延税金資産又は

負債の純額が224,671千円増加しております。

 

EDINET提出書類

株式会社メタプラネット(E02978)

有価証券報告書

 77/121



（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

　該当事項はありません。

 

（賃貸等不動産関係）

　該当事項はありません。

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）３．会計

方針に関する事項（5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社グループは前連結会計年度まで、報告セグメントを「ホテル事業」としていましたが、当連結会計

年度により、新たにビットコイン関連事業を開始し、報告セグメントを「ビットコイントレジャリー事

業」「ホテル事業」に変更しております。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理

の方法と同一であります。

報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失ベースの数値であります。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の金額に関する情報及び収益の分解情

報

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

     （単位：千円）

 報告セグメント
その他(注)１ 合計

調整額(注)
２、３

連結財務諸表
計上額（注）

４ ホテル事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 261,633 261,633 － 261,633 － 261,633

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 261,633 261,633 － 261,633 － 261,633

セグメント損失（△） △348,995 △348,995 △11,116 △360,112 △107,957 △468,070

セグメント資産 1,054,504 1,054,504 75,124 1,129,629 536,508 1,666,137

その他の項目       

減価償却費 41,601 41,601 － 41,601 － 41,601

減損損失 － － 61,812 61,812 － 61,812

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額
108,618 108,618 50,630 159,249 － 159,249

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、Web3関連事業等を含んでおります。

２．セグメント損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に各報

告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント資産の調整額は、全社資産536,508千円であります。

４．セグメント損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

      （単位：千円）

 報告セグメント

その他(注)１ 合計
調整額(注)
２、３

連結財務諸表
計上額（注）

４ 
ビットコイン
トレジャリー

事業
ホテル事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 691,577 370,705 1,062,283 － 1,062,283 － 1,062,283

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 691,577 370,705 1,062,283 － 1,062,283 － 1,062,283

セグメント利益又は損

失（△）
622,085 △91,349 530,736 △1,200 529,536 △179,132 350,403

セグメント資産 28,858,669 1,080,369 29,939,038 73,654 30,012,693 313,119 30,325,812

その他の項目        

減価償却費 644 15,290 15,934 － 15,934 449 16,384

減損損失 － － － － － － －

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
76,730 16,163 92,893 － 92,893 － 92,893

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に各報

告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント資産の調整額は、全社資産313,119千円であります。

４．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。ホテル事業に関して

は、本業は好調であったものの、子会社清算に伴う費用の一部を営業費用に計上したために営業損失が発生い

たしました。
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【関連情報】

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(１)売上高

（単位：千円）

日本 タイ 合計

261,633 － 261,633

（注）売上高は業務の提供地域を基礎とし、国又は地域ごとに分類しております。

 

(２)有形固定資産

（単位：千円）

日本 フィリピン 合計

974,988 － 974,988

 

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(１)売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

(２)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結財務諸表の有形固定資産の金額の90%を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

（単位：千円）

 報告セグメント
その他（注） 合計

 ホテル事業 計

減損損失 － － 61,812 61,812

（注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、Web3及びメタバー

ス関連事業等を含んでおります。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）
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該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１　関連当事者との取引

（１） 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金

又は出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の

関係会社
EVO　FUND

ケイマン

諸島

83,925

（千USD）
投資業

(被所有）

直接

（22.8）

－

資金の返済

（注）１
340,188 － －

社債の発行

（注）

１、２

200,000

－ －

社債の償還

（注）１
200,000

（注）１．2023年2月8日に実施された第三者割当増資によりEVO FUNDが保有する当社普通株式の議決権割合69.98%から34.90%に減少

し、親会社からその他の関係会社へ変更されました。

２．資金の借入及び社債の発行については、市場金利を勘案し合理的に利率を決定しております。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金

又は出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要

株主

（注）２

EVO　FUND
ケイマン

諸島

111.6

(百万USD)
投資業

(被所有）

直接

（－）

（注）２

－

社債の
発行

12,250,000
1年内償還予

定社債
11,250,000

社債の
償還

1,000,000

利息の
支払い
(注）１

1,602 － －

新株予約
権の行使
（注）
３、４

2,865,573 － －

（注）１．市場金利を勘案し、両者協議の上設定されています。

２．2024年４月22日付付けでその他の関係会社、2024年10月22日現付けで主要株主でありましたが、期末時点では全株式を売

却しており議決権の所有割合は0.0%であります。しかしながら、新株予約権の付与及び行使の状況を鑑みて、当該関連当

事者の種類に記載しております。

３．新株予約権の行使は、当社が発行した第９回新株予約権を１株につき20円の行使価額で引き受けたもの及び第11回新株予

約権を１株につき555円の行使価額で引き受けたものであり、いずれも独立した第三者機関により算定された価額を基礎

として協議の上、合理的に決定しております。

４．第11回新株予約権について、当社が2024年10月16日付で引き取ったうえで4,915,487株を2024年10月21日付で新株予約権の

譲渡を行っております。
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（イ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金

又は出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の

関係会社

の子会社

EVOLUTION

JAPANアセッ

トマネジメン

ト株式会社

東京都

千代田区
－ 投資業 － －

資金の返済

（注）
162,500 － －

（注）　2023年2月8日に実施された第三者割当増資によりEVO FUNDが保有する当社普通株式の議決権割合69.98%から34.90%に減少

し、親会社からその他の関係会社へ変更されました。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　該当事項はありません。
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（ウ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　該当事項はありません。

 

（２） 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　該当事項はありません。

 

（イ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　該当事項はありません。
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２　役員及び個人主要株主等

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及び

その近親者

サイモン・ゲロヴィッチ

（GEROVICH SIMON）

(被所有)

直接

（2.2）

間接

（23.8）

当社代表

取締役

第三者割当

増資の引受

（注）１

60,000 － －

役員及び

その近親者

デビッド・スペンサー

（SPENCER DAVIDJONATHAN）

(被所有)

直接

（13.1）

当社取締役

第三者割当

増資の引受

（注）１

300,000 － －

役員及び

その近親者

マーク・ライネック

（MARK REINECKE）

(被所有)

直接

（2.2）

当社取締役

第三者割当

増資の引受

（注）１，２

50,000 － －

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社等

MMXXベンチャーズ・リミテッド

（MMXX VENTURES LIMITED）

(被所有)

直接

（23.3）

その他の

関係会社

第三者割当

増資の引受

（注）１，３

534,500 － －

（注）１．第三者割当増資は2023年２月８日に当社が行った第三者割当増資を１株につき20円で引き受けたもので、独立した第三者

機関により算定された価額を基礎として協議の上、合理的に決定しております。

２．マーク・ライネック（MARK REINECKE）氏は、2023年３月24日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取

締役を退任しており、関連当事者であった任期期間中の取引を記載しております。

３．MMXXベンチャーズ・リミテッド（MMXX VENTURES LIMITED）については、当社代表取締役サイモン・ゲロヴィッチ

（GEROVICH SIMON）氏が議決権の過半数を間接的に保有しております。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及び

その近親者

サイモン・ゲロヴィッチ

（GEROVICH SIMON）

(被所有)

直接

（3.9）

間接

（2.7）

当社代表

取締役

新株予約権の

行使

(注）１

50,000 － －

新株予約権の

行使

(注）２

396,924 － －

債務保証

（注）３
1,750,000 － －

役員及び

その近親者
阿部　好見

(被所有)

直接

（0.1）

当社取締役

新株予約権の

行使

(注）２

13,875 － －

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社等

MMXXベンチャーズ・リミテッド

（MMXX VENTURES LIMITED）

(被所有)

直接

(4.0)

－

(注）４

新株予約権の

行使

(注）１

405,000 － －

新株予約権の

行使

(注）２

1,468,224   

資金の借入

（注）５
1,000,000 － －

資金の返済

（注）５
1,000,000 － －

（注）１．新株予約権の行使は、当社が発行した第９回新株予約権を１株につき20円の行使価額で引き受けたもので、独立した第三

者機関により算定された価額を基礎として協議の上、合理的に決定しております。

２．新株予約権の行使は、当社が発行した第11回新株予約権を１株につき555円の行使価額で引き受けたもので、独立した第

三者機関により算定された価額を基礎として協議の上、合理的に決定しております。

３．EVO FUNDに対して発行した社債1,750,000,000円の個人保証

本社債に係る元金、利息、遅延損害金その他一切の債務の支払いにつき、社長による保証が付されています。本保証契約

に基づき現在及び将来発生する社債権者の保証人に対する一切の金銭債権を担保するために、当社の完全子会社である

ウェン東京株式会社が保有するホテルロイヤルオーク五反田の土地及び建物に、第一順位の抵当権が設定されています。
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４．MMXX Ventures Limitedは、当連結会計年度の期首から2024年6月30日において、当社の議決権の13.026%を所有する主要

株主でありました。期末までに当社株式の一部を売却したため、期末日現在においては主要株主には該当しておりません

が、当社代表取締役サイモン・ゲロヴィッチ（GEROVICH SIMON）氏が議決権の過半数を間接的に保有しており役員及びそ

の他近親が議決権の過半数を所有している会社者として関連当事者に該当しております。

５．市場金利を勘案し、両者協議の上決定しております。

 

３　親会社及び重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　該当事項はありません。

 

（２）重要な関連会社の要約財務情報

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当連結会計年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

１株当たり純資産額 98円56銭 468円30銭

１株当たり当期純利益金額又は１株当た
り当期純損失金額（△）

△62円93銭 226円65銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額

－ 187円58銭

（注)１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在するものの、１株

当たり当期純損失金額を計上しているため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額、及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

３．2024年６月28日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効力発

生日（2024年８月１日）をもって10株を１株に株式併合しております。これに伴い発行済株式総数が

163,522,969株減少しております。また、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当

たり純資産額、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額及び１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失金額（△）を算定しております。

項目
前連結会計年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当連結会計年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

(1）１株当たり当期純利益金額又は
１株当たり当期純損失金額
（△）

 △62.93 226.65

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する当期純利益
金額又は親会社株主に帰属する当
期純損失金額（△）

(千円) △683,923 4,439,843

普通株主に帰属しない金額 (千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属
する当期純利益金額又は普通株式
に係る親会社株主に帰属する当期
純損失金額（△）

(千円) △683,923 4,439,843

普通株式の期中平均株式数 (株) 10,868,494 19,589,297

(2）潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額

 － 187.58

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する当期純利益
調整額

(千円) － 4,439,843

普通株式の増加数 (株) － 4,079,975

 

EDINET提出書類

株式会社メタプラネット(E02978)

有価証券報告書

 88/121



（重要な後発事象）

（第12回新株予約権の行使）
当社が2024年12月16日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第12回新株予約権（以下「本新株予約権」といいま

す。）の2025年１月６日において大量行使しております。内容は、以下のとおりであります。

１． 銘柄名
株式会社メタプラネット
第12回新株予約権

２． 2025年１月６日からの交付株式数 2,900,000株

３．
2025年１月６日から行使された新株
予約権の数及び新株予約権の発行総
数に対する行使比率

29,000個
（発行総数　29,000個に対する
割合：100.0％）

４．
2025年１月６日時点における未行使
新株予約権数

29,000個（2,900,000株）

５． 現時点における未行使新株予約権数 0個（0株）

※発行総数に対する割合は、小数点第２位を四捨五入しております。
 
（社債の繰上償還）

当社は、償還期日2025年６月16日を期限とする総額9,500,000,000円の普通社債（第４回普通社債により
4,500,000,000円、第５回社債により5,000,000,000円）をEVO FUNDに全額割り当てておりましたが、2025年１月

６日、各社債の償還条項に基づき全額繰上償還することとなりました。
１．株式会社メタプラネット第４回普通社債

（１）繰上償還する銘柄：株式会社メタプラネット第４回普通社債

（２）繰上償還日　　　：2025年１月６日

（３）繰上償還額　　　：4,500,000,000円

（４）繰上償還金額　　：各本社債の金額100円につき金100円

（５）繰上償還理由　　：第12回新株予約権の行使によって調達した資金

（６）償還資金　　　　：手元資金により償還いたします。

（７）繰上償還による支払利息の年間減少額：0円（無利息）

（参考情報）

・従来の償還期限　　：2025年６月16日

２．株式会社メタプラネット第５回普通社債

（１）繰上償還する銘柄：株式会社メタプラネット第５回普通社債

（２）繰上償還日　　　：2025年１月６日

（３）繰上償還額　　　：5,000,000,000円

（４）繰上償還金額　　：各本社債の金額100円につき金100円

（５）繰上償還理由　　：第12回新株予約権の行使によって調達した資金

（６）償還資金　　　　：手元資金により償還いたします。

（７）繰上償還による支払利息の年間減少額：0円（無利息）

（参考情報）

・従来の償還期限　　：2025年６月16日

 

（第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の発行及び新株予約
権の買取契約の締結）

当社は、2025年１月28日開催の取締役会決議において、EVO FUND（ケイマン諸島、代表者：マイケル・ラー

チ、リチャード・チゾム）（以下「割当予定先」又は「EVO FUND」といいます。）を割当予定先とする第三者割

当による第13回乃至第17回新株予約権（以下、総称して「本新株予約権」といいます。）の発行及び金融商品取
引法による届出の効力発生を条件として割当予定先との新株予約権買取契約（以下「本買取契約」といいま
す。）の締結を下記の通り決議しました。
なお、2025年2月17日付で第13回乃至第17回新株予約権の払込を受けております。
 

１．募集の目的及び理由

今回の調達資金の大半は、ビットコインの購入に戦略的に割り当てる予定です。当社は、2024年４月８日付

「ビットコインの購入に関するお知らせ」にて開示のとおり、ビットコインを当社の資金管理戦略の一環とし

て保有していくことを決定いたしました。また、2024年５月13日付「メタプラネットの財務管理の戦略的転換

およびビットコインの活用について」及び2024年12月18日付「ビットコイントレジャリー事業の開始に関する

お知らせ」にて開示のとおり、ビットコインファースト、ビットコインオンリーのアプローチを明確に優先

し、戦略的な財務選択肢として長期負債と定期的な株式発行を活用して、弱まる円を保持する代わりにビット

コインを継続的に増やすことを当社の主力事業として位置づけ、遂行していくことを明確にしております。

今後も、当社はビットコイントレジャリー企業として、日本におけるビットコイン領域での先駆者の立場を

自覚しながら、可能な限りにおいて日本円を調達し、その資金をビットコインに置き換えることで資産価値を
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保全するという役割を担いながら、ビットコインの保有枚数を積み上げていく予定です。2025年１月にビット

コイン価格が史上最高値を更新するなど、ビットコインの価値はますます高まるばかりです。一方で、我が国

の通貨である日本円はその価値を失い続け、外国為替市場での対米ドルレートは決議時点において再び160円

に向かって下落するところまで迫っており、将来の展望は不透明なままです。このような状況下において、

ビットコインの保有残高を増す重要性は高まっており、当社はできるだけ早く資金を調達しビットコインを購

入していくことが必要であると考え、資金調達を実施することを決定いたしました。

２．募集の概要
（１） 割当日 2025年２月17日

（２） 発行新株予約権数

210,000個（新株予約権１個につき普通株式100株）
第13回新株予約権　42,000個
第14回新株予約権　42,000個
第15回新株予約権　42,000個
第16回新株予約権　42,000個
第17回新株予約権　42,000個

（３） 発行価額
総額76,230,000円（第13回新株予約権１個当たり363円、第14回新株予約権
１個当たり363円、第15回新株予約権１個当たり363円、第16回新株予約権１
個当たり363円、第17回新株予約権１個当たり363円）

（４）
当該発行による
潜在株式数

普通株式21,000,000株（新株予約権１個につき100株）
上限行使価額はありません。
下限行使価額は2,555円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は
21,000,000株であります。

（５） 調達資金の額 116,313,730,000円（注）

（６）
行使価額及び行使価額
の修正条件

当初行使価額は、5,555円とします。
本新株予約権の行使価額は、2025年２月17日以降（当日を含みます。）に初
回の修正がされ、以後１取引日（株式会社東京証券取引所（以下「取引所」
といいます。）において売買立会が行われる日をいいます。以下同じで
す。）が経過する毎に修正されます（以下、かかる修正が行われる日を、個
別に又は総称して「修正日」といいます。）。かかる修正条項に基づき行使
価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日（以下
「価格算定日」という。）において取引所が発表する当社普通株式の普通取
引の終値の100％に相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた額（但し、
当該金額が、上記「(４)当該発行による潜在株式数」記載の下限行使価額を
下回る場合は下限行使価額とします。）に修正されます。但し、価格算定日
において終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行いません。ま
た、価格算定日において各本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調
整の原因となる事由が発生した場合には、価格算定日において取引所が発表
する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整され
ます。

（７）
募集又は割当て方法
（割当予定先）

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます。

（８） 権利行使期間
第13回新株予約権乃至第17回新株予約権の行使期間は、いずれも2025年２月
18日（当日を含みます。）から2027年２月17日までです。
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（９） その他

当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書によ
る届出の効力発生後に、下記「３.資金調達方法の概要及び選択理由　(１)
資金調達方法の概要」に記載する行使停止条項、割当予定先が本新株予約権
を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要すること、ロックアップ及
び先買権等を規定する本買取契約を締結する予定です。
※ロックアップ
当社は、割当予定先又はEVOLUTION JAPAN証券株式会社（東京都千代田区紀
尾井町４番１号　代表取締役社長　ショーン・ローソン）（以下「EJS」と
いいます。）による事前の書面による承諾を得ることなく、本買取契約の締
結日に始まり本新株予約権が残存している間において、当社普通株式又は普
通株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発行、売付け、売
却契約、購入オプションの付与、購入権の付与、引受権の付与、貸付けその
他の移転又は処分を、直接又は間接に行わず、また当社普通株式の所有につ
いての経済的結果の全部又は一部を第三者に移転するスワップその他の取決
めを行わず、さらに当社の指示により行為するいかなる者をしても上記の各
行為を行わせないものとします。但し、上記の制限は、当社普通株式の株式
分割により当社が当社普通株式を発行又は交付する場合、当社が当社普通株
式の無償割当を行う場合、会社法第194条第３項に基づく自己株式の売渡
し、当社のストックオプション制度に基づき当社が当社の新株予約権若しく
は普通株式を発行若しくは交付する場合、本新株予約権の行使に基づき当社
が当社普通株式を発行又は交付する場合、その他適用法令により必要となる
場合については適用されません。
※先買権
当社は、本買取契約の締結日に始まり、本新株予約権が残存している間にお
いて、割当予定先以外の第三者に対して当社の株式、新株予約権又は新株予
約権付社債その他当社の普通株式若しくは種類株式に転換若しくは交換でき
る証券（以下「本追加新株式等」といいます。）を発行又は交付しようとす
る場合には（以下かかる発行又は交付を「本追加新株式発行等」といいま
す。）、EJSに対して、当該本追加新株式発行等を決議する取締役会の日の
３週間前までに、当該本追加新株式発行等の主要な条件及び内容（当該本追
加新株式等の種類、価額、数量、払込期日、引受契約の条件、引受予定先の
名称・所在地を含みますが、これに限られません。以下同じです。）を記載
した書面（以下「本通知書」といいます。）により通知しなければなりませ
ん。
割当予定先は、EJSが本通知書を受領した日（当日を含みません。）から１
週間以内に、当該本通知書に記載された条件及び内容により当該本追加新株
式等を引き受けるか否かを書面にて通知することとし、割当予定先が当該条
件と同一の条件により当該本追加新株式等を引き受ける旨を当社に通知（以
下かかる通知を「応諾通知」といいます。）したときは、当社は、割当予定
先に対して当該本追加新株式等を発行又は交付するものとし、当該第三者に
対して当該本追加新株式等を発行又は交付してはなりません。
当社は、割当予定先からの応諾通知を受領しなかった場合に限り、本通知書
により割当予定先に通知された主要な条件及び内容によってのみ、本追加新
株式発行等を決議することができます。
なお、上記の定めは、以下に規定する各場合には適用されないものとしま
す。
①　当社の役職員、コンサルタント若しくはアドバイザーを対象とするス

トックオプションを発行する場合、又は普通株式を発行若しくは交付
する場合（当該ストックオプション目的により付与された新株予約権
の行使に基づくものを除きます。）において、当社の取締役会によっ
て適法に承認された資本政策に従っており、かつその発行株式数が本
買取契約締結時点における当社の発行済株式総数の５％未満である場
合。

②　当社が適用法令に従い開示した書類に記載された、本買取契約の締結日
時点で既発行の株式（種類株式等で普通株式への転換請求権等を付与
されているものを含みます。）、新株予約権又は新株予約権付社債等
の行使又は転換の場合において、当該行使又は転換が当該書類に記載
された条件から変更又は修正されずに、当該条件に従って行われる場
合。

③　上記の他、当社とEJSとが、別途先買権の対象外とする旨を書面により
合意した場合。

（注）調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算
した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産
の価額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定された場合の金額であり、行使価額が修正
又は調整された場合並びに当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は増加又は減少す
る可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動し
ます。
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（第６回普通社債の発行及び繰上償還）
第６回普通社債（以下「本社債」といいます。）をEVO FUND（以下「社債権者」といいます。）に対して発行

することを下記の通り決議し、２月13日付けで払込を受けました。
また本社債は、2025年２月18日付で2,000,000,000円及び2025年２月20日付で2,000,000,000円を繰上償還し、

完済しております。
１．本社債の内容

（１） 社債の名称 株式会社メタプラネット第６回普通社債

（２） 社債の総額 金4,000,000,000円

（３） 各社債の金額 金250,000,000円

（４） 利率 本社債には利息を付さない。

（５） 償還金額 各本社債の金額100円につき金100円

（６） 払込期日 2025年２月13日

（７） 償還期日 2025年８月12日

（８） 償還方法

本社債は、上記第７号に記載の償還期日に、その総額を上記第５号に記載の

償還金額で償還する。但し、社債権者は、繰上償還を希望する日（以下「繰

上償還日」という。）の１営業日前までに当社に書面で通知することによ

り、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日におい

て、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することが

できる。また、株式会社メタプラネット第13回乃至第17回新株予約権の全部

又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本社債

の発行日以降の累計額から以前に当社が本８号に基づき繰上償還した本社債

の額面額の合計額を控除した額が本社債の金額（250,000,000円）の整数倍

以上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、当該整数倍に達するだ

けの金銭が払い込まれた日の翌取引日（当日を含む。）又は当社と社債権者

が別途合意する日を繰上償還日として、当該時点において未償還の本社債の

全部又は一部につき、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還する。

（９） 保証の内容 該当事項なし。

（10） 担保の内容 該当事項なし。

（11） 募集の方法 EVO FUNDに全額を割り当てる。

（12） 社債管理者
本社債は、会社法第702条但書及び会社法施行規則第169条の要件を満たすも

のであり、社債管理者は設置しない。

（13）
元利金支払事務取扱場
所（元利金支払場所）

株式会社メタプラネット

東京都港区六本木六丁目10番１号

（14） 振替機関 該当事項なし。

 
（第７回普通社債の発行及び繰上償還）

第７回普通社債（以下「本社債」といいます。）をEVO FUND（以下「社債権者」といいます。）に対して発行

することを下記の通り決議し、２月27日付けで払込を受けました。
また本社債は、2025年３月３日付で2,000,000,000円を繰上償還し、完済しております。

１．本社債の内容

（１） 社債の名称 株式会社メタプラネット第６回普通社債

（２） 社債の総額 金2,000,000,000円

（３） 各社債の金額 金50,000,000円

（４） 利率 本社債には利息を付さない。

（５） 償還金額 各本社債の金額100円につき金100円

（６） 払込期日 2025年２月27日

（７） 償還期日 2025年８月26日
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（８） 償還方法

本社債は、上記第７号に記載の償還期日に、その総額を上記第５号に記載の

償還金額で償還する。但し、社債権者は、繰上償還を希望する日（以下「繰

上償還日」という。）の１営業日前までに当社に書面で通知することによ

り、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日におい

て、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することが

できる。また、株式会社メタプラネット第13回乃至第17回新株予約権の全部

又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本社債

の発行日以降の累計額から以前に当社が本８号に基づき繰上償還した本社債

の額面額の合計額を控除した額が本社債の金額（50,000,000円）の整数倍以

上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、当該整数倍に達するだけ

の金銭が払い込まれた日の翌取引日（当日を含む。）又は当社と社債権者が

別途合意する日を繰上償還日として、当該時点において未償還の本社債の全

部又は一部につき、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還する。

（９） 保証の内容 該当事項なし。

（10） 担保の内容 該当事項なし。

（11） 募集の方法 EVO FUNDに全額を割り当てる。

（12） 社債管理者
本社債は、会社法第702条但書及び会社法施行規則第169条の要件を満たすも

のであり、社債管理者は設置しない。

（13）
元利金支払事務取扱場
所（元利金支払場所）

株式会社メタプラネット

東京都港区六本木六丁目10番１号

（14） 振替機関 該当事項なし。

 
（第８回普通社債の発行及び繰上償還）

第８回普通社債（以下「本社債」といいます。）をEVO FUND（以下「社債権者」といいます。）に対して発行

することを下記の通り決議し、３月12日付けで払込を受けました。
また本社債は、2025年３月24日付で1,900,000,000円を繰上償還しております。

１．本社債の内容

（１） 社債の名称 株式会社メタプラネット第８回普通社債

（２） 社債の総額 金2,000,000,000円

（３） 各社債の金額 金50,000,000円

（４） 利率 本社債には利息を付さない。

（５） 償還金額 各本社債の金額100円につき金100円

（６） 払込期日 2025年３月12日

（７） 償還期日 2025年９月11日

（８） 償還方法

本社債は、上記第７号に記載の償還期日に、その総額を上記第５号に記載の

償還金額で償還する。但し、社債権者は、繰上償還を希望する日（以下「繰

上償還日」という。）の１営業日前までに当社に書面で通知することによ

り、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日におい

て、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することが

できる。また、株式会社メタプラネット第14回乃至第17回新株予約権の全部

又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本社債

の発行日以降の累計額から以前に当社が本８号に基づき繰上償還した本社債

の額面額の合計額を控除した額が本社債の金額（50,000,000円）の整数倍以

上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、当該整数倍に達するだけ

の金銭が払い込まれた日の翌取引日（当日を含む。）又は当社と社債権者が

別途合意する日を繰上償還日として、当該時点において未償還の本社債の全

部又は一部につき、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還する。

（９） 保証の内容 該当事項なし。

（10） 担保の内容 該当事項なし。

（11） 募集の方法 EVO FUNDに全額を割り当てる。

（12） 社債管理者
本社債は、会社法第702条但書及び会社法施行規則第169条の要件を満たすも

のであり、社債管理者は設置しない。

（13）
元利金支払事務取扱場
所（元利金支払場所）

株式会社メタプラネット

東京都港区六本木六丁目10番１号

（14） 振替機関 該当事項なし。
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（第９回普通社債の発行）
第９回普通社債（以下「本社債」といいます。）をEVO FUND（以下「社債権者」といいます。）に対して発行

することを下記の通り決議し、３月18日付けで払込を受けました。
１．本社債の内容

（１） 社債の名称 株式会社メタプラネット第９回普通社債

（２） 社債の総額 金2,000,000,000円

（３） 各社債の金額 金50,000,000円

（４） 利率 本社債には利息を付さない。

（５） 償還金額 各本社債の金額100円につき金100円

（６） 払込期日 2025年３月18日

（７） 償還期日 2025年９月17日

（８） 償還方法

本社債は、上記第７号に記載の償還期日に、その総額を上記第５号に記載の

償還金額で償還する。但し、社債権者は、繰上償還を希望する日（以下「繰

上償還日」という。）の１営業日前までに当社に書面で通知することによ

り、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日におい

て、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することが

できる。また、株式会社メタプラネット第14回乃至第17回新株予約権の全部

又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本社債

の発行日以降の累計額から以前に当社が本８号に基づき繰上償還した本社債

の額面額の合計額を控除した額が本社債の金額（50,000,000円）の整数倍以

上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、当該整数倍に達するだけ

の金銭が払い込まれた日の翌取引日（当日を含む。）又は当社と社債権者が

別途合意する日を繰上償還日として、当該時点において未償還の本社債の全

部又は一部につき、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還する。

（９） 保証の内容 該当事項なし。

（10） 担保の内容 該当事項なし。

（11） 募集の方法 EVO FUNDに全額を割り当てる。

（12） 社債管理者
本社債は、会社法第702条但書及び会社法施行規則第169条の要件を満たすも

のであり、社債管理者は設置しない。

（13）
元利金支払事務取扱場
所（元利金支払場所）

株式会社メタプラネット

東京都港区六本木六丁目10番１号

（14） 振替機関 該当事項なし。
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（ビットコインの取得）
ビットコインの購入の概要

当社は2025年２月10日に開催された取締役会決議に基づき、社債発行による調達資金をもって、2025年２月
17日にビットコインを総額40億円購入いたしました。
また、当社は2025年１月28日に開催された取締役会決議に基づき、第13回新株予約権行使による調達資金を

もって、2025年２月20日にビットコインを総額9.9億円、2025年２月25日にビットコインを総額19.39億円、
2025年３月３日にビットコインを総額20.21億円、2025年３月５日にビットコインを総額66.16億円、2025年３
月12日にビットコインを総額20.08億円、2025年３月18日にビットコインを総額18.79億円及び2025年３月24日
にビットコインを総額18.86億円購入いたしました。

 

（株式分割）
当社は、2025年２月18日開催の取締役会において、株式分割について決議しております。

１．株式分割の目的
当社は、2024年８月１日を効力発生日として10株を１株にする株式併合を実施いたしましたが、その後当社

株価が大幅に上昇し、現在では当社株式を市場で購入するための最低金額が決議時点において50万円以上とな
り、投資家の皆様にとっての資金負担が大きい状況となっております。
そこで、株式分割により投資単位当たりの金額を引き下げることによって、当社株式のさらなる流動性の向

上と投資家層の拡大をはかり、株主様とより広くつながっていくことを目指してまいります。
２．株式分割の概要

（１）分割の方法

2025年３月31日（月）を基準日として、同日における最終の株主名簿に記載または記録された株主が所
有する普通株式１株につき10株の割合をもって分割いたします。

（２）分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 39,168,334株

今回の分割により増加する株式数 352,515,006株

株式分割後の発行済株式総数 391,683,340株

株式分割後の発行可能株式総数 1,450,000,000株

(注)本取締役会の決議日から株式分割基準日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が増加する

可能性があります。

（３）分割の日程

基準日公告日 2025年３月３日（月）

基準日 2025年３月31日（月）

効力発生日 2025年４月１日（火）

 
(第13回新株予約権の行使）

当社が2025年２月17日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第13回新株予約権（以下「本新株予約権」といい

ます。）の2025年２月18日から３月24日までの期間において大量行使しております。内容は、以下のとおりであ
ります。

１． 銘柄名
株式会社メタプラネット
第13回新株予約権

２． 2025年２月18日からの交付株式数 4,200,000株

３．
2025年２月18日から行使された新株
予約権の数及び新株予約権の発行総
数に対する行使比率

42,000個
（発行総数　42,000個に対する
割合：100.00％）

４．
2025年２月17日時点における未行使
新株予約権数

42,000個（4,200,000株）

５． 現時点における未行使新株予約権数 0個（0株）

※発行総数に対する割合は、小数点第２位を四捨五入しております。
６．2025年２月18日からの行使状況

行使日

交付株式数
行使価額
（円）

行使された新
株予約権の
個数（個）

新株（株）
移転自己
株式（株）

2025年２月18日
（火）

345,000 － 6,040 3,450

2025年２月19日
（水）

155,000 － 6,030 1,550

2025年２月20日

（木）
360,000 － 6,120 3,600

2025年２月21日

（金）
304,000 － 6,290 3,040

2025年２月25日

（火）
－ 27,000 6,210 270
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2025年３月３日

（月）
3,009,000 － 3,310 30,090

 
(第14回新株予約権の行使）

当社が2025年２月17日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第14回新株予約権（以下「本新株予約権」といい

ます。）の2025年２月18日から３月24日までの期間において大量行使しております。内容は、以下のとおりであ
ります。

１． 銘柄名
株式会社メタプラネット
第14回新株予約権

２． 2025年２月18日からの交付株式数 2,119,000株

３．
2025年２月18日から行使された新株
予約権の数及び新株予約権の発行総
数に対する行使比率

21,190個
（発行総数　42,000個に対する
割合：50.5％）

４．
2025年２月17日時点における未行使
新株予約権数

42,000個（4,200,000株）

５． 現時点における未行使新株予約権数 20,810個（2,081,000株）

※発行総数に対する割合は、小数点第２位を四捨五入しております。
６．2025年２月18日からの行使状況

行使日

交付株式数
行使価額
（円）

行使された新
株予約権の
個数（個）

新株（株）
移転自己
株式（株）

2025年３月３日

（月）
907,000 － 3,310 9,070

2025年３月24日

（月）
1,212,000 － 4,730 12,120

 
(第17回新株予約権の行使）

当社が2025年２月17日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第17回新株予約権（以下「本新株予約権」といい

ます。）の2025年２月18日から３月24日までの期間において大量行使しております。内容は、以下のとおりであ
ります。

１． 銘柄名
株式会社メタプラネット
第17回新株予約権

２． 2025年２月18日からの交付株式数 269,900株

３．
2025年２月18日から行使された新株
予約権の数及び新株予約権の発行総
数に対する行使比率

2,699個
（発行総数　42,000個に対する
割合：6.4％）

４．
2025年２月17日時点における未行使
新株予約権数

42,000個（4,200,000株）

５． 現時点における未行使新株予約権数 39,301個（3,930,100株）

※発行総数に対する割合は、小数点第２位を四捨五入しております。
６．2025年２月18日からの行使状況

行使日

交付株式数
行使価額
（円）

行使された新
株予約権の
個数（個）

新株（株）
移転自己
株式（株）

2025年３月24日

（月）
200,000 69,900 4,730 2,699
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率
（％）

担保 償還期限

当社

第３回普通社債（保証付）
（注）１、２

2024年11月18日 －
1,750,000

(1,750,000)
年率
0.36

一般担保 2025年11月17日

第４回普通社債
（注）１

2024年12月17日 －
4,500,000

(4,500,000)
無利息 無担保 2025年６月16日

第５回普通社債
（注）１

2024年12月20日 －
5,000,000

(5,000,000)
無利息 無担保 2025年６月16日

合計 － － －
11,250,000

(11,250,000)
－ － －

（注）１　（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。

２　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千　円)

11,250,000 － － － －

※　本有価証券報告書提出時点におきまして、第４回普通社債及び第５回普通社債を完済しておりま

す。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

長期借入金 130,501 － － －

合計 130,501 － － －

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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（２）【その他】

当連結会計年度における半期情報等

（累計期間）
中間連結
会計期間

当連結会計年度

売上高 (千円) 168,494 1,062,283

税金等調整前中間(当期)純利益
又は税金等調整前中間(当期)純
損失（△）

(千円) △176,500 6,393,785

親会社株主に帰属する中間(当
期)純利益又は親会社株主に帰属
する中間(当期)純損失（△）

(千円) △176,975 4,439,843

１株当たり中間(当期)純利益金
額又は１株当たり中間(当期)純
損失金額（△）

(円) △12.75 226.65

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益金額

(円) － 187.58

（注)１．当社は、2024年８月１日付で普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。

当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しておりま

す。

２．中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在するもの

の、１株当たり当期純損失金額を計上しているため記載しておりません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2023年12月31日)
当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 536,508 263,913

未収入金 ※１ 553,991 ※１ 4,806

短期貸付金 ※１ 22,123 ※１ 22,149

関係会社立替金 25,246 28,438

前払費用 5,091 11,731

預け金 － 2,322,129

その他 ※１ 27,649 ※１ 22,487

貸倒引当金 △582,857 △28,217

流動資産合計 587,752 2,647,440

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 1,676 1,676

減価償却累計額 △883 △1,333

有形固定資産合計 792 342

無形固定資産   

その他 － 76,730

無形固定資産合計 － 76,730

投資その他の資産   

ビットコイン － 26,348,999

投資有価証券 73,654 73,654

関係会社株式 1,000 1,000

その他の関係会社有価証券 367,319 367,319

出資金 0 0

長期貸付金 ※１ 1,404,250 ※１ 65,000

長期未収入金 359,762 359,762

差入保証金 6,580 13,829

貸倒引当金 △1,704,013 △364,762

投資その他の資産合計 508,554 26,864,803

固定資産合計 509,347 26,941,877

繰延資産   

株式交付費 － 114,817

繰延資産合計 － 114,817

資産合計 1,097,099 29,704,134
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2023年12月31日)
当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部   

流動負債   

１年内償還予定の社債 － 11,250,000

未払金 ※１ 39,690 29,085

未払費用 11,287 15,509

未払法人税等 18,938 19,198

預り金 6,989 6,317

その他 － 29,656

流動負債合計 76,905 11,349,767

固定負債   

長期借入金 48,451 －

繰延税金負債 － 1,958,090

固定負債合計 48,451 1,958,090

負債合計 125,356 13,307,858

純資産の部   

株主資本   

資本金 575,000 0

資本剰余金   

資本準備金 1,909,745 7,664,271

その他資本剰余金 － 4,934,073

資本剰余金合計 1,909,745 12,598,344

利益剰余金   

利益準備金 5,820 5,820

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,401,249 4,014,888

利益剰余金合計 △1,395,429 4,020,708

自己株式 △139,463 △248,862

株主資本合計 949,852 16,370,190

新株予約権 21,890 26,086

純資産合計 971,742 16,396,276

負債純資産合計 1,097,099 29,704,134
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②【損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前事業年度

(自　2023年１月１日
　至　2023年12月31日)

 当事業年度
(自　2024年１月１日
　至　2024年12月31日)

売上高 ※１ 27,981 ※１ 715,943

売上原価 ※１ 518,769 －

売上総利益又は売上総損失（△） △490,788 715,943

販売費及び一般管理費 ※２ 341,642 ※２ 385,294

営業利益又は営業損失（△） △832,431 330,648

営業外収益   

ビットコイン評価益 － 5,457,539

その他 ※１ 186,380 ※１ 199,856

営業外収益合計 186,380 5,657,396

営業外費用   

支払利息 ※１ 17,882 1,602

貸倒引当金繰入額 24,099 26

株式交付費償却 － 6,429

営業外費用合計 41,982 8,058

経常利益又は経常損失（△） △688,033 5,979,986

特別利益   

新株予約権戻入益 4,632 －

固定資産売却益 ※１ 329,119 －

特別利益合計 333,751 －

特別損失   

投資有価証券評価損 124,765 －

関係会社整理損 463,097 －

関係会社株式評価損 999 －

その他 0 －

特別損失合計 588,862 －

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △943,144 5,979,986

法人税、住民税及び事業税 858 1,210

法人税等調整額 － 1,958,090

法人税等合計 858 1,959,300

当期純利益又は当期純損失（△） △944,002 4,020,685
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

   （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金

 資本準備金 資本剰余金合計

当期首残高 0 1,334,745 1,334,745

当期変動額    

減資    

欠損填補    

新株の発行 575,000 575,000 575,000

当期純損失（△）    

自己株式の取得    

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

   

当期変動額合計 575,000 575,000 575,000

当期末残高 575,000 1,909,745 1,909,745

 

        

 株主資本

新株予約権 純資産合計

 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
利益準備金

その他
利益剰余金

利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 5,820 △457,247 △451,427 △139,414 743,904 4,632 748,536

当期変動額        

減資        

欠損填補        

新株の発行     1,150,000  1,150,000

当期純損失（△）  △944,002 △944,002  △944,002  △944,002

自己株式の取得    △48 △48  △48

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     17,257 17,257

当期変動額合計 － △944,002 △944,002 △48 205,948 17,257 223,206

当期末残高 5,820 △1,401,249 △1,395,429 △139,463 949,852 21,890 971,742
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当事業年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

    （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金

 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 575,000 1,909,745 － 1,909,745

当期変動額     

減資 △6,329,525    

欠損填補   △1,395,452 △1,395,452

新株の発行 5,754,525 5,754,525 6,329,525 12,084,051

当期純利益     

自己株式の取得     

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

    

当期変動額合計 △575,000 5,754,525 4,934,073 10,688,598

当期末残高 0 7,664,271 4,934,073 12,598,344

 

        

 株主資本

新株予約権 純資産合計

 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
利益準備金

その他
利益剰余金

利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 5,820 △1,401,249 △1,395,429 △139,463 949,852 21,890 971,742

当期変動額        

減資     △6,329,525  △6,329,525

欠損填補  1,395,452 1,395,452  －  －

新株の発行     17,838,577  17,838,577

当期純利益  4,020,685 4,020,685  4,020,685  4,020,685

自己株式の取得    △109,399 △109,399  △109,399

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     4,196 4,196

当期変動額合計 － 5,416,137 5,416,137 △109,399 15,420,338 4,196 15,424,534

当期末残高 5,820 4,014,888 4,020,708 △248,862 16,370,190 26,086 16,396,276
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（重要な会計方針）

１　資産の評価基準及び評価方法

　　有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式　　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

その他の関係会社有価証券　　　分配された損益について営業損益に計上するとともに同額をその他の

関係会社有価証券に加減算することにより評価しております。

その他有価証券

市場価格のない株式等　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

暗号資産

活発な市場が存在するもの　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は当期の損益とし

て処理し、売却原価は移動平均法により算定）

 

２　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　　　　　　　　　　定率法（1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい

ては定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

工具、器具及び備品・・・・・・・３～５年

無形固定資産　　　　　　　　　　定額法を採用しております。

 

３　引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

 

４　収益及び費用の計上基準

ビットコイントレジャリー事業 本事業においては、プットオプション取引を通じて収益を得ておりま

す。収益は、オプションプレミアムの受領時または契約条件に基づく適切な時点で計上いたします。

一方、当該取引に関連する費用については、発生時に費用として認識いたします。

 

５　その他財務諸表作成のための基本となる事項

繰延資産の処理方法

　株式交付費　　　　　　　　　　　３年間の定額法によって償却しております。

 

（追加情報）

　従来は株式交付費を一時の財務基盤増強や運転資金の確保のための資金調達のための増資であったこ

とから支出時に全額費用として処理しておりましたが、当連結会計年度より、定額法（３年）により償

却しております。これは、当連結会計年度の株式交付においては、長期的な財務基盤の強化及びビット

コインを実際に長期保有することを増資の目的としていることによるものであります。
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（重要な会計上の見積り）

重要性がないため、記載すべき事項はありません。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（表示方法の変更）

（損益計算書）

前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取利息」及び「為替差益」は、重要性

が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させる

ため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取利息」２千円、「為替

差益」185,708千円及び「その他」669千円は、「その他」186,380千円として組み替えております。
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（貸借対照表関係）

※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分掲記されたものを除く）

 
前事業年度

（2023年12月31日）
当事業年度

（2024年12月31日）

短期金銭債権 585,600千円 25,207千円

長期金銭債権 1,323,939千円 65,000千円

短期金銭債務 12,054千円 －千円

 

　２．保証債務

前事業年度（2023年12月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（2024年12月31日）

第３回普通社債（保証付）はEVO FUNDに対して発行した社債であり、当社代表 取締役社長であるサイ

モン・ゲロヴィッチによる保証が付されております。

本保証契約に基づき現在及び将来発生する社債権者の保証人に対する一切の金銭債権を担保するため

に、当社の完全子会社であるウェン東京株式会社が保有するホテルロイヤルオーク五反田の土地及び建物

に、第一順位抵当権が設定されています。
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（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 
前事業年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当事業年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

営業取引による取引高   

売上高 27,981千円 51,068千円

売上原価 518,769千円 －千円

営業取引以外の取引 311,237千円 7,732千円

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
　前事業年度

（自　2023年１月１日
　　至　2023年12月31日）

　当事業年度
（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

役員報酬 88,096千円 71,703千円

給与及び手当 54,477千円 40,648千円

減価償却費 7,333千円 1,094千円

支払報酬 51,870千円 72,202千円

上場費用 19,860千円 48,552千円

 

おおよその割合   

販売費 － －

一般管理費 100％ 100％

 

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

　市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分 前事業年度 当事業年度

関係会社株式 1,000千円 1,000千円

その他の関係会社有価証券 367,319千円 367,319千円

計 368,319千円 368,319千円
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（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2023年12月31日）
当事業年度

（2024年12月31日）

(繰延税金資産)   

貸倒引当金 701,880千円 137,658千円

投資有価証券評価損 48,590千円 54,880千円

関係会社株式評価損 174,836千円 345千円

繰越欠損金 3,272,597千円 4,221,456千円

その他 51,489千円 55,571千円

繰延税金資産小計 4,249,395千円 4,469,913千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △3,272,597千円 △4,221,456千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △976,797千円 △248,457千円

評価性引当額小計 △4,249,395千円 △4,469,913千円

繰延税金資産合計 －千円 －千円

(繰延税金負債)   

ビットコイン評価益 －千円 1,958,090千円

繰延税金負債合計 －千円 1,958,090千円

繰延税金資産又は負債（△）の純額 －千円 △1,958,090千円

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2023年12月31日）

 

 

当事業年度

（2024年12月31日）

法定実効税率

税引前当期純損失を計

上しているため、記載

を省略しております。

 34.6％

（調整）   

住民税均等割等  0.0

評価性引当額の増減  3.7

税率変更による差異  △8.8

債権放棄による影響  3.3

その他  △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率  32.8

 

３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

当事業年度中に行った減資に伴い、外形標準課税の適用対象外となったことから、税効果会計において適

用する法定実効税率が変更しております。繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率

は、前事業年度の計算において使用した30.6％から2025年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれ

る一時差異等については34.6％となります。この変更により繰延税金負債が224,738千円増加しておりま

す。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）４　収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりです。

 

（重要な後発事象）

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
 

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高 減価償却累計額

有
形
固
定
資
産

工具、器具及び備品 792 － － 449 342 1,333

計 792 － － 449 342 1,333

無
形
固
定
資
産

その他 － 77,375 － 644 76,730 －

計 － 77,375 － 644 76,730 －

 

 

【引当金明細表】

　（単位：千円）
 

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 2,286,870 392,980 2,286,870 392,980

（注）１．計上理由及び金額の算定方法は重要な会計方針に記載しております。

２．貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、主に特定債権に対する貸倒引当金の洗替額であります。

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

剰余金の配当の基準日 ６月30日、12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り －

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし、電子公告によれない事故その他やむを得ない事由

が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。

公告掲載URL：https://metaplanet.jp/ja/

株主に対する特典

（株主優待について）

2024年12月２日に公表いたしました「SBI VCトレード株式会社との株主優待プログラ

ムに関するお知らせ」及び2025年１月31日に公表いたしました「株主優待制度に関す

る専用ウェブサイト開設のお知らせ」に記載のとおり、株主の皆さまの日頃のご支援

に対する感謝とともに、当社株式の投資魅力を高め、より多くの方々に当社株式を保

有していただくことを目的として、株主優待制度の新設を決定いたしました。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書

事業年度　第25期（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）2024年３月27日関東財務局長に提出。

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度　第25期（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）2024年３月27日関東財務局長に提出。

 

(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第26期第１四半期（自　2024年１月１日　至　2024年３月31日）2024年５月15日関東財務局長に提出。

 

(4) 半期報告書、半期報告書の確認書

第26期半期報告書（自　2024年１月１日　至　2024年６月30日）2024年８月14日関東財務局長に提出。

 

 

(5) 臨時報告書及びその訂正報告書

2024年３月27日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会にお

ける議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。

2024年４月24日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主及びその

他の関係会社に異動）に基づく臨時報告書であります。

2024年５月27日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主である筆

頭株主及び主要株主に異動）に基づく臨時報告書であります。

2024年５月29日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第17号（連結子会社である

株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパンが東京地方裁判所に破産手続き開始の申立て）に基づく臨時報

告書であります。

2024年６月11日関東財務局長に提出

2024年５月29日関東財務局長に提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。

2024年５月31日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の４（臨時株主総会

を招集することを決定）に基づく臨時報告書であります。

2024年６月11日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主である筆

頭株主及び主要株主に異動）に基づく臨時報告書であります。

2024年７月１日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（臨時株主総会

における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。

2024年７月22日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主である筆

頭株主及び主要株主に異動）に基づく臨時報告書であります。

2024年８月14日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号（連結会社の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）に基づく臨時報告書であります。

2024年８月14日関東財務局長に提出

2024年８月14日関東財務局長に提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。

2024年10月28日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主である筆

頭株主及び主要株主に異動）に基づく臨時報告書であります。

2024年10月30日関東財務局長に提出
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金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（株主要株主である

筆頭株主及び主要株主に異動）に基づく臨時報告書であります。

2024年11月５日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（株主要株主に異

動）に基づく臨時報告書であります。

2024年12月16日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（臨時株主総会

における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。

2025年１月23日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主である筆

頭株主及び主要株主に異動）に基づく臨時報告書であります。

2025年１月27日関東財務局長に提出

2025年１月23日関東財務局長に提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。

2025年２月10日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号及び第12号（当社及

び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）に基づく臨時報

告書であります。

 

(6) 有価証券届出書（組込方式）及びその添付書類

2024年８月６日関東財務局長に提出

2024年11月28日関東財務局長に提出

2025年１月28日関東財務局長に提出

 

(7) 有価証券届出書（組込方式）の訂正届出書

2024年８月７日、2024年８月14日、2024年８月22日及び2024年11月14日関東財務局長に提出

2024年８月６日関東財務局長に提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。

2024年12月16日、2024年12月18日及び2024年12月25日関東財務局長に提出

2024年11月28日関東財務局長に提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。

2025年２月10日、2025年３月４日、2025年３月12日及び2025年３月19日関東財務局長に提出

2025年１月28日関東財務局長に提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

2025年３月24日
 

株式会社メタプラネット

取　締　役　会　 御　中

 

監査法人やまぶき

東京事務所

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 西岡　朋晃

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 内海　慎太郎

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社メタプラネットの2024年１月１日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社メタプラネット及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

注記事項「重要な後発事象（第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項

付）の発行及び新株予約権の買取契約の締結））」に記載されているとおり、会社は2025年１月28日開催の取締役会決議

において、EVO FUNDを割当予定先とする第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権の発行及び金融商品取引法による

届出の効力発生を条件として割当予定先との新株予約権買取契約の締結を決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

ビットコイン勘定の実在性と関連取引発生事実の検証

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
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　株式会社メタプラネットは、【注記事項】（セグメン

ト情報等）の記載のとおり、当連結会計年度よりビット

コイン関連事業を開始している。

当監査法人は、以下の理由により、「ビットコイン勘

定（以下、BTCという。）の実在性と関連取引発生事実

の検証」が当連結会計年度の連結財務諸表の監査におい

て特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当する

ものと判断した。

（１）BTC取得資金捻出のために行われた資金調達取引

には、複数の関連当事者取引が含まれていること

（２）連結貸借対照表におけるBTCは26,348,999千円で

あり、連結総資産の86.9%を構成していること

（３）取得したBTCを活用したデリバティブ取引（プッ

トオプション取引）は、報告セグメントであるビットコ

イントレジャリー事業売上高の大部分を構成しているこ

と

（４）BTC取得価額と期末時価評価額との差額は被監査

会社の期間損益を構成し、その金額は多額であること

（５）必要な計算要素に対し適用すべきデータを取り違

えた場合、当該誤りが被監査会社の適正な期間損益計算

並びに連結総資産に及ぼす影響は甚大となること

 

当監査法人は、「BTCの実在性と関連取引発生事実

の検証」のため、主として以下の監査手続を実施し

た。

（１）内部統制の評価

BTC事業に関連する業務プロセスの内部統制の整備状

況及び運用状況の有効性を評価した。

（２）資金調達取引の検証

関連当事者取引を含むBTC取得資金捻出のために実施

された資金調達取引について、事業上の合理性を確

かめ、取締役会議事録の閲覧及び取引証憑の閲覧に

より取引発生の事実を確かめた。

（３）BTC取得関連取引の検証

・BTC取得枚数及び取得レートについて、取引発生に

係る外部証憑と照合した。

・取得したBTCを活用したデリバティブ取引（プット

オプション取引）について、証券会社に対する取引

確認を実施し、会計記録との一致を確かめた。

（４）BTC期末評価取引の検証

・BTC期末保有枚数について、証券会社に対する残高

確認状と照合した。

・BTC期末評価レートについて、貸借対照表日におけ

る外部機関による公示レートと照合した。

・BTC評価損益が、貸借対照表におけるBTC価額とBTC

の取得価額との差額により算出されていることを、

再実施により確かめた。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう

か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結

財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎と

なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社メタプラネットの

2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社メタプラネットが2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及

び適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して

責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及

び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (３)【監査の状

況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

2025年３月24日
 

株式会社メタプラネット

取　締　役　会　 御　中

 

監査法人やまぶき

東京事務所

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 西岡　朋晃

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 内海　慎太郎

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社メタプラネットの2024年１月１日から2024年12月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

メタプラネットの2024年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

注記事項「重要な後発事象（第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項

付）の発行及び新株予約権の買取契約の締結））」に記載されているとおり、会社は2025年１月28日開催の取締役会決議

において、EVO FUNDを割当予定先とする第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権の発行及び金融商品取引法による

届出の効力発生を条件として割当予定先との新株予約権買取契約の締結を決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

ビットコイン勘定の実在性と関連取引発生事実の検証

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(ビットコイン勘定の実在性と関連取引

発生事実の検証)と同一内容であるため、記載を省略している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
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利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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